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（１０：００） 

議 長 ご起立を願います。おはようございます。着席ください。 

ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達しておりますので、令和３

年９月川棚町議会定例会を開会いたします。これから本日の会議を開きま

す。 

（１０：００） 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議 長 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、川棚町議会会議規則第１２５条の規定に

よって、堀池浩議員及び山口隆議員を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

 

議 長 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配布をしております会期日程

案のとおり、本日から９月２８日までの２１日間と決定したいと思います

が、これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議 長 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日

から９月２８日までの２１日間と決定をいたしました。 

（１０：０１） 

議 長 なお、議事日程につきましても、お手元に配布のとおりであ

ります。 

 

日程第３ 諸般の報告 

 

議 長 次に、日程第３「諸般の報告」を行います。 
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諸報告の前に、７月に発生をいたしました熱海市の土砂災害や先日の豪雨

災害により、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災

された多くの方々へお見舞いを申し上げ､一日も早い復旧復興を願っており

ます。 

本町においても、先日の豪雨により各地区でそれぞれ大小の土砂崩れや道

路の陥没、一部浸水といった被害が発生したようですが、幸い人命に関わる

ような、大きな災害が発生しなかったことに胸をなで下ろしているところで

す。 

また、コロナウイルスについても収束のめども立たず、全国的に感染拡大

が続き、長崎県も蔓延防止等重点措置の対象となりました。そういった中、

本町でも感染者が増えつつあり、大変心配をしているところです。６４歳以

下の方へのワクチン接種も始まり、感染拡大防止につながることを大いに期

待をしているところですが、町民の皆様を始め、議場におられます方々も更

なる感染防止に努め、ご注意いただきながら毎日をお過ごし下さいますよう

お願いをいたします。 

それでは諸報告に移ります。去る７月１９日、東彼地区保健福祉組合議会

臨時会が開かれ、財産の取得について審議、可決して閉会をしております。 

次に、８月２４日長崎市において、令和３年第２回長崎県後期高齢者医療

広域連合議会定例会が開催され、令和２年度一般会計歳入歳出決算・特別会

計歳入歳出決算の認定、専決処分の報告、承認と、一般質問が行われて閉会

をいたしております。 

コロナウイルス感染拡大により、昨年に引き続き県や郡の議長会、研修会

や町内の行事、イベント等もほとんどが中止あるいは延期となり、お手元に

配布いたしました「議長諸報告」が６月定例会以降、私が主に出席した会議

等であります。 

その他、お手元に配布しておりますとおり、例月出納検査の結果に関する

報告書、６月、７月、８月実施分が監査委員から提出をされておりますの

で、ご一読お願いをいたします。以上で、私からの報告を終わります。 

（１０：０４） 

 

日程第４ 行政報告 
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議 長 次に、日程第４「行政報告」を行います。 

町長から行政報告の申出がありましたので、これを許可いたします。町

長。 

町 長 皆様、おはようございます。本日ここに、令和３年川棚町議

会９月定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、ご

健勝にてご出席を賜わり、定刻開会いただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

それでは、開会にあたりまして、行政報告を３項目させていただきます。 

まず、８月の大雨についてでございます。８月１１日水曜日の午後１時５

５分に、本町にも大雨警報が発表され、その後、１２日木曜日には土砂災害

警戒情報、８月１４日土曜日の午前２時１５分には大雨特別警報が発表さ

れ、警戒レベルが最高段階の「レベル５  緊急安全確保」に到達し、最終的

に８月１８日水曜日午前１０時１７分に大雨警報が解除されるまで、ほぼ１

週間にわたり大雨が続いたところであります。 

この間、いきがいセンターと中央公民館に避難所を開設し、さらに１４日

から１５日にかけては川棚中学校、石木小学校、小串小学校にも開設し、避

難者の受け入れを行ったところであります。消防団にも出動していただき、

各地の見回りや必要箇所に土嚢を設置するなどの対応にあたっていただいた

ところであります。最終的には、５つの避難所に合計７７世帯、１１３人の

避難があっております。 

こうした状況の中、地区公民館を自主避難所として開設していただいたと

ころであり、コロナ禍の中にあって、避難者の分散化を図る上、大変ありが

たいことであり、自主避難所開設をいただいた地区に対しまして、この場を

借りまして厚くお礼を申し上げます。今回、降り始めから警報解除までの８

日間で、役場第２別館に設置している雨量計において観測された雨量は、合

計９４６ミリに達し、とりわけ、８月１２日から１４日の３日間において

は、連続して１日当たり２００ミリを超す、記録的な大雨が観測をされたと

ころであります。 

今回の大雨により、長崎県内においても各地で甚大な被害が発生してお

り、特に雲仙市においては、土砂災害により３名の尊い命が失われており、
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今回の大雨災害により亡くなられた方々並びにご遺族の皆様に心から哀悼の

意を表しますとともに、負傷された皆様あるいは被害を受けた方々に衷心よ

りお見舞いを申し上げる次第であります。 

また、今回の大雨により、本町におきましても、町内各所において被害が

発生をいたしております。河川においては、岩屋川、石木川、中ノ川内川、

猪乗川、野口川、後田川、日向川において、合計１７か所の護岸崩壊の被害

が発生し、町道におきましては、梅林線、上組野口線、白岳線、数石若草

線、岩屋線において、道路の陥没や法面崩壊などの被害が発生をいたしまし

た。被害額は、現時点の概算で約１億２，３００万円に達するものと、この

ように見込んでおります。 

農地災害としては、田んぼが７か所、畑１２か所において、法面崩壊や石

積み崩壊の被害が発生し、農業用施設災害としては、農道９か所、水路１３

か所、取水口２か所において、法面崩壊、護岸崩壊等の被害が発生をいたし

ました。被害額は、現時点の概算で約８４０万円に達するものと見込んでお

ります。 

林道災害としては、虚空蔵線、木場線、岩屋線において、法面崩壊、舗装

路面の陥没などの被害が発生をいたしました。被害額は、現時点の概算で約

３３０万円に達するものと見込んでおります。 

また、農業においては農作物の冠水被害も確認をされておりまして、今後

の生育が心配されているところであります。 

これらの、災害箇所につきましては、特に周辺住民の方々や所有者の皆様

には、大変ご不便をおかけしているところでありますが、現在、担当課にお

いて一日も早い復旧を目指して取り組んでいるところでありますので、ご理

解のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

次に、新型コロナウイルス感染症の対策についてでございます。新型コロ

ナウイルス感染症の町内感染者の発生につきましては、４月に６名、５月に

１名、６月に２名、７月に３名が確認され、比較的少数の発生で推移してお

りましたが、８月になってから連日発生が続き、８月中の感染者数は２６名

に達しております。その間、８月１９日に長崎県独自の緊急事態宣言が発令

されましたので、８月２０日に本町の新型コロナウイルス感染症対策本部会

議を開催し、本町においても、速やかに施設利用制限などの措置を決定する
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とともに、緊急事態宣言について、広報、ホームページ、防災無線などで広

く周知を図り対応をしてきたところでありますが、人口割合の発生率といた

しましては、県内でも高い状況であり、引き続き強い危機感を持って感染防

止に取り組む必要があると、このように考えております。 

次に、ワクチン接種の状況についてご報告いたします。９月４日時点の１

６歳以上の町民の１回目のワクチン接種者は、９，０９３人で接種率は７

６．７パーセント、２回目のワクチン接種者は７，１０１名で接種率は５

９．９パーセントに達しております。なお、この接種者数には、企業の職域

接種や県の大規模接種会場での接種者の数も含んだ数値であります。 

また、接種券の発送を保留しておりました１２歳以上１６歳未満の児童生

徒のうち、中学生につきましては、町内の医師会の先生方と実施方法等の協

議を行い、接種体制が整いましたので、９月６日から予約の受付を開始して

おり、９月中には希望者の１回目の接種を完了させるよう担当課に指示をし

たところであります。 

なお、高齢者を含めた未接種者への対応につきましては、９月中旬の時点

でいまだ予約されていない方に対し、職員による意向確認調査を行い、１０

月中には希望者全員の２回目の接種ができるよう努力してまいりたいと存じ

ます。 

次に、中学生・高校生のスポーツ大会等での活躍についてであります。今

年の夏は、例年よりも多くの中学生や高校生が九州大会や全国大会の出場を

果たし、活躍をされております。コロナ禍により、部活動においても様々な

制限がある中、感染防止対策を行いながら、日々、練習に励んだ、その努力

の賜物であり、ここにご紹介したいと存じます。 

中学生の部では、長崎南山中学校３年生で中組の本山佳龍君が、「全国都

道府県中学校相撲選手権大会」と「全国中学校体育大会相撲選手権大会」に

出場。 

川棚中学校の５人の生徒が所属している中学生のソフトボールクラブであ

ります長崎ＫＳＣは、「全日本中学生男子ソフトボール大会」に出場。  

川棚中学校女子ソフトボール部は、「九州中学校体育大会ソフトボール競

技」に出場されております。 

高校生の部では、長崎商業高校３年生で数石の城戸悠希君が、「全国高等
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学校野球選手権大会（夏の甲子園大会）」に投手として出場。 

「全国高等学校総合体育大会（インターハイ）」には、鹿町工業高校２年

生で川原の松本昂大君が自転車競技に出場。大村高校３年生で新百津の本城

ありささんが、剣道競技に出場。川棚高校ホッケー部は男女揃って、ホッ

ケー競技に出場をされております。 

また、佐世保東翔高校２年で猪乗の川﨑彩葉さんが１２月１０日から長崎

市で開催予定の「全九州高校総合文化祭  書道部門」で県代表に選出をされ

ております。 

７月頃からの感染者の拡大により、第５波が到来したコロナ禍の今年の夏

にあって、このような若い世代の活躍は、町民の方々にとりまして、勇気と

感動を覚える大変明るいニュースであり、若者たちの活躍を心から祝福し、

敬意を表するとともに、一日も早くコロナウイルス感染症が収束し、日常の

生活が戻ることを願って、行政報告とさせていただきます。  

次に、本定例会における行政からの提出議案等でありますが、人事に関す

る同意等の案件３件、専決処分の報告４件、令和３年度各会計補正予算５

件、令和２年度各会計決算認定７件、条例改正１件、工事請負契約の変更４

件、財産の取得１件、その他の案件１件であります。各議案等の提案理由に

つきましては、その都度説明させていただきますので、ご審議のうえ、ご決

定いただきますよう、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

大変失礼いたしました。先ほど、農業用施設の災害被害額を「８４０万円

に達するものと見込んでいる」というように申し上げましたが、農業用施設

災害につきましては「８，４００万円」に達するものと見込んでおります。

さらに、林道災害につきましては、被害額は現時点の概算で「約３，３００

万円」に達するものと見込んでおります。このように訂正をさせていただき

ます。以上でございます。 

議 長 これで行政報告を終わります。 

（１０：１９） 

議 長 ここで、先ほど私の諸報告の中で、報告漏れをしておりまし

た。失礼をいたしました。今定例会に陳情が２件提出されております。写

しを配布しておりますので、後ほどご一読をお願いをいたします。  
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日程第５ 一般質問 

 

議 長 次に日程第５「一般質問」を行います。 

本定例会での一般質問通告者は６人であります。これから通告順にした

がって質問を許可いたします。まず、小田成実議員。 

７ 番 小 田 議席番号７番、小田成実です。質問の前に、コロナワクチン

接種においては、一般業務と並行して順調に実施されていることを高く評価

し、コロナ感染症の一日も早い収束を願っております。 

また、８月の豪雨災害においては、避難所の開設や災害現場への迅速な対

応等にあたっていただいている事に敬意を表します。 

それでは、２項目の質問をいたします。 

１項目目です。県立川棚高校の新入生及び在校生への補助について質問し

ます。 

県立川棚高校は、ここ数年入学希望者の減少により定員の削減につながっ

ています。将来的な事を考えれば、川棚町における県立高校の存在は、町の

活力にもつながるものと考えます。川棚高校は創立８０周年を迎え、令和４

年度の学校案内への記載には、地域や社会のリーダーを育むことを目標とし

て、地域で学ぶ・地域を学ぶ・地域のために学ぶ、という柱の下、ふるさと

長崎を牽引する人の育成、ふるさと長崎を創造する人の育成、ふるさと長崎

を支える人を育てるという、地域と連携した教育を実践されています。ま

た、創立８０周年記念ロゴマークには、川棚町のシンボルであるクジャクを

モチーフにしたものであり、川棚のＰＲにもつながっています。町内での活

動としては、町内施設での実習や交流訪問活動として、ひさご荘訪問、小学

生へのミシン教室、小学生への布小袋プレゼントや、町広報誌に掲載された

町内団体とのコラボ事業などの交流活動を、活発に実践されています。この

ような地域に密着した高校は、川棚の活力につながる財産であり、若者の人

材確保や、将来的には、ふるさと川棚へのＵターンにもつながるものであ

り、入学生や在校生への補助は、将来川棚町を担っていく人材の育成や確保

につながる、先行投資と言えます。また、町と川棚高校との連携により、将

来を担う若者を地域で育成し、少子高齢化の社会で活躍できるようにバック

アップしていくことも重要と考えます。また、ホッケーのまち川棚として
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も、同校のホッケー部は全国大会などへの出場などの活躍で、川棚町のＰＲ

にもつながっています。以上のようなことを考慮し、入学生及び在校生を対

象に、県立波佐見高校と同等以上の支援を行えないか尋ねます。 

２項目目です。台風や豪雨災害による復旧工事について質問します。 

台風や豪雨災害による復旧工事については、県の補助事業や原材料支給に

よる地元負担での復旧工事に取り組まれています。災害にあった場所が、地

域住民の安全と安心を確保する上で、早急な復旧工事を行う必要がある場

合、その土地の所有者が不明あるいは連絡が取れないなどの場合は、どう対

応して復旧工事を行うか尋ねます。以上、壇上からの質問といたします。 

議 長 町長。 

町 長 小田議員のご質問にお答えいたします。 

ただいま議員からは、２つの項目についてご質問をいただきましたので、

まず県立川棚高校の新入生及び高校生への補助についてのご質問にお答えい

たします。 

まずはじめに、長崎県教育委員会では、令和２年３月に第３期長崎県立高

等学校改革基本方針が策定をされ、社会の変化に対応した教育制度等の改革

と、県立高等学校の再編整備の２つの改革の方向性が示されたところであり

ます。その中で学校の再編整備につきましては、少子化における中学校卒業

者数の減少が背景にあるようであります。長崎県の平成３１年３月の中学校

卒業者数は１万２，４３７人でありましたが、令和１２年３月の卒業生は約

１，６００人減、率にして１３パーセントの減少と予測されております。少

子化に伴う中学校卒業者数の減少は、今後も続くものと、このように思いま

す。そのような状況の中で、従来の学校、学科の枠組みのままで対応を続け

れば、各学校が小規模化し、配置職員数の減少によって、開設科目数に制限

が加わり、生徒の多様な学習要望や進路希望に対応できないことや、集団の

中での切磋琢磨や相互啓発の機能が低下することなどが懸念され、学校行事

や部活動等の面においても魅力的な活力ある教育活動が難しくなるなど、高

等学校の質の低下が懸念されているところであります。この基本方針では、

学校の適正な配置について述べられており、適正な学校規模の基準を念頭に

置き、今後の中学校卒業者数の推移や、高等学校への入学動向、交通事情等

の地理的条件及び産業構造等の地域の実情、学科の適正な配置等を十分に考
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慮しながら、全県的視野に立った統廃合を含む再編整備を行い、学校の機能

と教育水準の維持向上を図るとする基本的な考えが示されております。その

中で、適正配置の基準などが４項目示されておりますが、その一つに、同一

市町又は近隣の市町に所在する２つの高等学校において、１学年の学級数が

合わせて標準規模学級の３学級から８学級になる場合、効果的な教育機能を

確保する観点から統合を検討することとされており、まさに川棚高校と波佐

見高校に当てはまる状況ではないかと、このように懸念をいたしているとこ

ろであります。小田議員もそのようなことを危惧されて、川棚高校への支援

についてのご提言をいただいたものと、このように理解をしたところであり

ます。本町における川棚高校の存在は、充実した学びのまちをつくることに

貢献しており、まちの活性化策にもつながっているものと認識をいたしてお

り、統廃合によってなくなることは、絶対避けなければならないと、このよ

うに考えているところであります。そこで、本町といたしましては、人口減

少に歯止めをかけ、まちの活性化を図るために、まち・ひと・しごと創生総

合戦略を定め、４つの基本項目に沿った様々な施策に取り組んでいるところ

でありますが、その基本目標の３つ目には、若い世代の結婚・出産・子育て

の希望を叶えるための施策の１つとして、充実した学びのまちをつくるため

の効果的な取組として、川棚高等学校の支援事業についても掲げているとこ

ろであります。川棚高等学校は生徒数の減少に伴い、学級数が縮小されてい

る状況に加え、町内から進学する生徒数が少ないことから、まずは川棚中学

校から１人でも多く川棚高校へ進学するような施策を展開しなければと考え

ており、川棚高校のＰＲや、町内から川棚高校に入学する際に支援を行うこ

とと、このようにしているところであります。このことにつきましては、学

校側の意向も考慮する必要がありますので、協議が整い次第、新年度予算に

盛り込みたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。  

次に、台風や豪雨災害による復旧工事についてのご質問にお答えいたしま

す。 

台風や豪雨災害による災害復旧につきましては、道路、河川等のいわゆる

公共土木施設におきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にお

いて、復旧費用について国の負担を定め、速やかな復旧が図られているとこ

ろであります。また、農林関係では、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補
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助の暫定措置に関する法律において、農地、農業用施設、林業用施設、漁業

用施設及び共同利用施設が補助対象とされており、これらの災害につきまし

ては、補助事業により災害復旧工事を施工しているところであります。な

お、農地の災害復旧につきましては、所有者負担が伴いますので、被災後に

所有者からの申請により災害復旧工事を行っているものでありますが、耕作

が確認できる農地のみが対象であり、被災時に耕作していなければ対象外と

なります。また、農業用施設の災害復旧につきましては、関係地権者２戸以

上が対象となっております。その他山地災害につきましては、災害復旧を行

う条件として、保安林指定が義務付けられており、また、所有者負担が伴い

ますので、被災後に所有者からの申請により災害復旧工事を行っているとこ

ろであります。このようにして、市町村が行う災害復旧工事は、各種法律に

基づき、国の負担や県の補助を受けて施工しているところでありますが、お

尋ねの民有地につきましては、これら法律の及ぶ対象ではないようであり、

町での対応は非常に難しいと考えているところであります。以上、答弁とさ

せていただきます。 

議 長 小田議員。 

７ 番 小 田 はい。川棚高校への支援策などについては、新年度の予算に

盛り込みたいというふうな答弁でしたけども、どのような支援策が考えられ

るのか、検討されているのか、というのをお尋ねいたします。  

議 長 町長。 

町 長 はい。お尋ねします。まず議員の方から壇上で、県立波佐見

高校と同等以上の支援をということでご提言をいただいておりますので、そ

ういったことについて担当課長の方からまずは説明をさせます。  

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 はい。それでは、波佐見町の波佐見高校への支援についてご

説明させていただきます。波佐見町におきましては、７月の臨時議会におい

て、波佐見高校を支援するための事業費１，０００万円を追加する一般会計

補正予算を可決しております。支援の内容としましては４つの事業に分かれ

ておりまして、１つ目が生徒確保支援事業として、町内に居住する生徒に１

０万円、町外生徒に５万円の入学支援、通学の定期券購入費に対する支援、

そして下宿などに対する支援費の補助を行うことにしております。２つ目に



- 14 - 

進学支援事業として、大学等の受験料の補助、これは上限３万円ということ

になっております。３つ目に部活動強化対策事業として、遠征に必要な貸し

切りバス等の利用に対する支援。４つ目がその他町長が必要と認める事業と

いうことで、４つの事業を考え予算計上をしたということでございます。な

お、７月の臨時議会で提案されました事業費１，０００万円につきまして

は、今ご説明しました１番目の生徒確保支援事業、これについての予算は計

上さていないということでございます。ですので、１，０００万円以上のお

金がかかるということでご理解いただければというふうに思います。以上で

ございます。 

議 長 町長、今小田議員からは、本町はどういった内容を検討して

いるのかという質問だったと思いますが、今の説明は波佐見町の事例を説

明していただいたんですが、小田議員の質問の答弁は。お願いします。町

長。 

町 長 はい。波佐見町の波佐見高校への支援は、今課長が説明した

とおりであります。そこで先ほどはどういった支援を考えているのかという

ことでありますけれども、今後高校側と協議をしながら、新年度予算に盛り

込みたいと、このように考えております。先ほど波佐見高校と同等程度とい

うようなお話がありましたが、波佐見高校では町内の子どもたちに１０万

円、そして町外からは５万円というような制度があるようでございますが、

本町といたしましては、地方創生総合戦略、いわゆるまち・ひと・しごと創

生総合戦略に掲げた施策ということで取り組んでいきたいと、このように考

えております。そういったことを考えますと、まずは川棚高校は先ほど言い

ましたように、学びのまちとして貢献をしております。それから、総合戦略

の中では、子育ての支援策として掲げております。そういったことを考えま

すと、川棚中学校から川棚高校に進学する子どもたちの支援については、具

体的に盛り込みたいと思っておりますが、町外からの進学者については、私

の考えではそうあるべきではないと、このように考えております。その他詳

しい内容につきましては、今後検討していきますので、新年度予算に盛り込

んでいきたいと思います。以上でございます。 

議 長 小田議員。 

７ 番 小 田 はい。新年度の予算に盛り込んでいただけるということで、
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波佐見高校はですね、長崎新聞の令和３年７月２８日付けで内容が載ってお

りましたけども、この予算を確保すると、盛り込むということに対して、波

佐見町議会においても、逆に波佐見町から川棚高校へ進学する生徒に対して

も補助ができないかというふうな質問もあっているようですので、そういう

ことも調整をしていただきながらですね、併せて川棚高校とも十分協議をし

ていきたいと思いますが、川棚高校と、支援の内容について協議をこれから

していかれるだろうと思いますけども、その日程等などは今のところまだ考

えてられないのかお尋ねいたします。 

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 はい。小田議員のご質問にお答えいたします。川棚高校につ

きましては今のところですね、具体的な内容について全く協議をしていない

ということでありまして、これからその辺について協議をしていくというこ

とでご理解いただければと思います。以上でございます。 

議 長 小田議員。 

７ 番 小 田 はい。十分ですね、川棚高校あるいは川棚中学校、教育委員

会とも協議をされて、新年度の予算に助成、補助、盛り込んでいただきたい

と思います。 

併せてですけども、私波佐見高校と同等以上というふうなことで質問内容

に書いておりましたけども、そのほかに、ホッケー部に対しても、その部

活、ホッケーに限らず部活への補助なども考えていただけるのか、再度お尋

ねいたします。 

議 長 町長。 

町 長 はい。考えておりません。以上です。 

議 長 小田議員。 

７ 番 小 田 はい。ホッケー部は、ホッケーのまち川棚を背負ってです

ね、活躍しているので、高校ともいろいろ協議をしながら、実情を把握され

てからですね、考えられるものであれば考えていただければと思います。  

それともう１つですね、川棚高校の環境整備についての補助ができないか

ということをお尋ねをいたします。国道に面している川棚高校グラウンド、

今草が生えております。校内においても、職員の方が定期的に草刈りとかな

んとかはされておられるんですが、なかなか県からの予算が付かないと、除
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草作業にも大変困っているというふうな話を聞きましたので、その環境整備

の補助として、草刈りあるいは庭園の整備などを補助をしていただく、ある

いはシルバー人材センターから作業員を派遣をしていただくというふうなこ

とは考えていただけないかお尋ねします。 

議 長 はい、町長。 

町 長 はい、お答えします。川棚町内には県立高校が３校ありま

す。それぞれ県の予算において校内の環境整備等もなされているものと、こ

のように思っておりまして、特に特別なものがない限り、町で予算措置をし

てそれにあたるということはいかがなものかと思っておりまして、今質問が

ありましたけれども、直ちにそういうことになるというふうなことはありえ

ないんじゃないかと思います。そういった中で、過去に国道沿いに約１メー

トル幅の花壇がありましたが、これについては花いっぱい運動で地元の皆さ

ん方のボランティア活動によって美しい花壇が設置をされておりました。こ

れについては今残念ながら、恐らく高齢化の背景があったのではないかと思

いますが、中断をされております。これについては、何か復活できないか、

考えてみたいと思います。それから、議員は波佐見高校と同じような支援を

ということで具体的に述べられておりますが、やっぱり今学級数も削減をさ

れまして、子どもたちの進学者数も減っておりますので、やっぱり将来は統

廃合があるんじゃないかという危機感の中から発言をされておりますが、こ

れについては、だからと言って金銭的に地元の町が支援をするということは

いかがなものかと思います。やっぱり子どもたちが進学を選ぶ前にはそれな

りの理由がありまして、特に川棚高校は普通高校でありますので、進学校だ

というふうに私は思っております。そういったことから判断いたしますと、

学校自らが努力をされて、まずは偏差値を上げていただくと、そして学校自

らが魅力ある高等学校にしていかなければいけないんじゃないかというふう

な思いも思っておりまして、今回の協議の中ではそういったことも意見交換

を学校側とさせていただきたいと、このように思っております。以上でござ

います。 

議 長 小田議員。 

７ 番 小 田 はい。それでは新年度の予算に盛り込んでいただくというふ

うなことで、次の質問にいきます。この災害によっての復旧工事なんですけ
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ども、実際私が質問をしたような事案が１件あっておりますけども、それを

町長は知っているのかというのを、まずお尋ねします。 

議 長 町長。 

町 長 多分白石郷内の、いわゆる峠付近の話ではないかというふう

に思っております。 

議 長 小田議員。 

７ 番 小 田 はい、そうです。昨年の７月に災害をそこを受けまして、な

かなか復旧工事が進みませんでした。それで地元の総代さんが走り回られ

て、何とかしようと、現場を見て、私も見ましたけども、そのまま工事をす

ると二次災害が起こるというふうなことも懸念されました。それで、何とか

ならないかというふうな要望も地元総代から上げていただいたんですけど

も、なかなかその土地の所有者に行き着かなかったわけなんです。農業委員

会にも確認をされたそうですけども、非農地通知を送っても返ってきたと、

連絡が取れないと。しかしながらそのまましておくと、更なる災害につなが

るというふうな状況でありまして、町からのですね、回答によりましては、

連絡が取れないなどのそういうふうな人の土地を工事をするのは、法律の問

題に関わると。その法律の問題は国レベルの法律の問題になるので、町とし

てはどうすることもできませんというふうな回答だったようです。このよう

な工事があったのでですね、その地元の総代さんは、法律の問題で町もどう

もできないというふうなことを、その地区を預かる総代に何とかせろという

ふうなことですかというふうに、なんか啖呵を切られて、工事を進められた

そうです。それでいいのでしょうかというふうなことを町長にお尋ねいたし

ます。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お尋ねします。先ほど答弁いたしましたのは、一般的

なことで、町が災害復旧を補助事業として実施する場合のことを申し上げま

して、一般的なことを申し上げたわけであります。そこで、今議員からは、

職員の対応について述べられましたが、法律の問題に触れるというようなこ

とにつきましては、恐らくその土地が民有地でありますので、民有地につい

ては所有権が確立をされておりまして、いわゆる憲法第２９条でも財産権が

認められておりまして、その２項には公のために適正な補償に基づき活用で
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きるということ、それ以外は個人の財産を勝手に町であろうともいじったら

いけないと、こういったことを多分申し上げたのではないかと、このように

思います。そういったことから、災害が発生をした場合に、その復旧ができ

ないということは、当然でありますけれども、ただ、復旧工事は出来なくて

も、災害が発生した、例えば土砂を取り除く程度については、例えば消防団

の皆さんだったり、あるいは地域の皆さんだったり、そういったことを町も

中に入って当然する必要があります。そこが民有地だから、あるいは所有者

がおらないから何もできないかということではないわけでありまして、例え

ばその農地が真に住民の生命財産を脅かすような、そういった切羽詰まった

状況であれば、それは緊急的に町の方は地域住民の生命財産を守る立場にあ

りますので、何か方法を考えて対応しなければいけないんじゃないかという

ふうに思います。その法律の問題については、担当職員、私は把握しており

ませんのでわかりませんが、恐らくそういったことからの発言ではなかった

かと思います。以上でございます。 

議 長 小田議員。 

７ 番 小 田 はい。地元の総代さんもですね、大変地域の人から危ない

と、危険があるというふうなことを指摘されて、何とか崩れてくるような土

の除去などをされたそうですが、やはりこういうことは地区の一総代さんに

何とか法律の上の問題でできませんよというふうなことじゃなくして、最後

まで地域住民の安全を確保するというふうな観点から、町の職員さん、担当

課においてですね、最後まで相談に乗ったり、対策を考えたり、今後してい

ただきたいと思いますけども、そのような執り方をしていただけるというこ

とでよろしいでしょうか。お願いします。 

議 長 町長。 

町 長 はい。今先ほども言いましたように、個人の財産について

は、町であろうとも、そこには手を付けられないということが原則にありま

す。そういったことをまずご理解いただきたいと思います。そういった中

で、今議員が要望されたようなことについては、職員としては当然そうある

べきだと思っておりますので、今後指導をしてまいりたいと思います。以上

でございます。 

７ 番 小 田 終わります。 
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議 長 はい。 

（１０：５６） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１０：５６） 

（…休  憩…） 

（１１：１０） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 ここで、町長より発言の訂正の申出があっております。町

長。 

町 長 誠に申し訳ありませんが、発言の訂正をさせていただきま

す。先ほどの小田議員の質問に対して自席から答弁をいたしましたが、答弁

をする際に、まず「お答えいたします」ということで答弁に入るわけです

が、その折に１回か２回だけ「お尋ねします」と言ったそうでございまし

て、これは議員に対して私が質問することは許されておりませんので、心か

らお詫びし、訂正をさせていただきます。以上でございます。 

議 長 はい。それでは次に、福田徹議員。 

１ 番 福 田 おはようございます。議席番号１番、福田徹です。本日は空

き地対策について、町長へ一般質問を行います。 

まず、本題の空き地対策の質問に入る前に、空き地と関連し、また似たよ

うな課題がある空き家対策について触れておきます。川棚町では、放置され

た建物やお店などが目立つようになり、川棚町ではその対応として平成２６

年４月に「老朽危険空き家等の適正管理に関する要綱」を制定し、令和３年

３月に「川棚町空家等対策計画」を策定しました。その結果、空き家に関し

ては、対策を講じる環境が整い、新たに家屋が建てられるなど、その効果が

少し見られているのではないでしょうか。しかし、住宅地における空き家の

中には、住まいとしての利用ができず、取り崩される建物もあります。そし

て、その家屋の解体が進んでも、その後の更地の管理が行き届かず、雑草が

生い茂るなど環境の悪化が見られ、近隣の住民からは苦情の声が上がってい

ます。このような未利用の空き地には、雑草の繁茂による景観の問題、そこ

に発生する害虫などによる衛生上の問題など、直接目に見える課題ととも

に、本来そこに住まいする人がいないことによる生活による消費等の減少、
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町への税収の減少など様々な経済活動に影響を及ぼすものと言われており、

国が外部不経済ということで指摘しております。これらの課題など、空き地

の抱える問題は多岐にわたっております。このような課題に対処するため、

最近では、多くの自治体で空き家と併せて空き地を含めた管理運営に関する

条例制定が見られます。本町でも空き家・空き地を合わせた条例の制定や関

係する要綱などを改正するなど、空き地対策を進めるべきではないでしょう

か。そこで、以下の４点について尋ねます。 

①空き家対策の効果など現状をどう見ておられるのでしょうか。 

②住宅地における空き地管理に関する苦情などは、町へ届いていないで

しょうか。また、管理されていない空き地の現状は、把握されているので

しょうか。 

③空き地を含めた空き家・空き地管理条例を制定し、空き家バンクのよう

な空き地バンクを創設するなど、対策強化ができないでしょうか。 

④空き地の管理運営に関して神戸市では、「空き家・空き地地域利用応援

制度」を創設し、自治会やＮＰＯ法人など地域での利用を支援する事業を

行っています。これにより、生活環境の改善のみならず、地域のコミュニ

ティ活性化が図られ、地域力が高まると言われています。川棚町でも参考に

して同様の施策を検討できないでしょうか。町長のお考えをお聞きします。

以上、壇上での質問といたします。 

議 長 町長。 

町 長 福田議員の空き地対策についてのご質問にお答えいたしま

す。 

ただいま議員からは、４つの項目についてご質問をいただきましたので、

順にお答えをいたします。議員もご承知のとおり、全国的に人口減少や既存

の住宅の老朽化等により、空き家などが年々増加し、適切な管理が行われず

に放置されている空き家などが、崩壊等による事故、犯罪、火災、景観な

ど、多岐にわたる問題が生じているところであります。 

そこで、国においては、地域住民の生命と身体又は財産を保護するととも

に、その生活環境の保全を図り、併せて空家等の利活用を促進するため、平

成２６年に空家等対策の推進に関する特別措置法が制定をされ、平成２７年

５月から施行されたところであります。この特別措置法の中で、市町村の責
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務が規定されておりまして、「空家等対策の計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずる

よう努めるものとする。」とされていることから、本町においても、本年３

月に「川棚町空家等対策計画」を策定をしたところであります。その中に、

空家化の予防、空家等の活用、管理不全の解消、空家等に係る跡地の活用に

ついて、基本的な取組方針が示されており、今後、これらの方針に沿って対

策を進めていかなければと、このように考えているところであります。  

そこで、１点目の「空き家対策の効果など現状をどう見ているか」につい

てでありますが、これまで平成２６年４月に川棚町老朽危険空き家等の適正

管理に関する要綱を制定し、空家等の所有者等の責務を明確にし、管理不全

の空き家がある場合は、その所有者等に対し、必要な措置について助言又は

指導を行ってきたところであります。その結果、今まで改善を図るよう求め

てきた空き家の中で、所有者によって解体・除却が行われ、解消された事案

もありますが、残念ながら、本町における空き家に係る問題全般の解消が進

んでいるという状況ではないようであります。特に、適正な管理がされずに

放置されている空き家は、所有者等の調査に非常に時間がかかるものであ

り、そもそも所有者が町内にいない場合がほとんどであり、現在の連絡先も

不明であることが多く、現状では、時間と人手がかけられる余裕もなく、所

有者等の居住地が判明している場合において文書郵送による適正管理の催告

を行うことくらいしか方法がないというのが実情であります。このことは、

空家等対策の推進に関する特別措置法において、立入調査、特定空家の所有

者に対する助言・指導・勧告、措置命令、措置命令に応じない場合の行政代

執行といった、市町村が行うことができる一定の手続きが定められ、市町村

に対して強い強制力が付与されたものの、その行使には、膨大な時間と労力

と経費を要するものであり、そのことが解消につながらない根本的な問題で

あるということを是非ご理解をいただきたいと存じます。 

次に２点目の「住宅地における空き地管理に関する苦情などは届いている

か。また、管理が行き届いていない空き地の把握はしているのか」について

でありますが、空き地に関しましては、環境保全に関する必要な事項を定め

た川棚町環境保全条例において、第２３条に「空地の適正管理」、第２４条

に「必要な措置の勧告」の規定があり、住民福祉課が所管をしているところ
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であります。主に雑草の繁茂や害虫の発生など、管理が行き届いていない空

き地について、地域住民から苦情が出ることがあり、その都度所有者に対し

て必要な措置を講ずるよう求めているところであります。そうした意味合い

においては、管理が行き届いていない空き地の把握をしておりますが、空き

地の適正管理については、川棚町環境保全条例第２３条において、「空地の

所有者又は管理者は、その空地における雑草類の繁茂、廃棄物の不法投棄等

により、附近の住民の生活環境を侵害しないように適正に管理をしなければ

ならない。」と規定されておりますように、大前提として、所有者に対して

適正管理を求めているものであり、町が包括的に把握するものではないとい

うことをご理解いただきたいと存じます。 

３点目の「空き地等を含めた管理条例を制定し、空き地バンクを創設する

など対策強化ができないか」につきましては、本町では川棚町内における空

き家の有効活用により、空き家の解消、移住・定住等の促進及び地域の活性

化を図るため、平成２８年８月に「川棚町空き家バンク実施要綱」を制定

し、空き家バンクの制度を設けているところであります。この空き家バンク

制度は、現在、その対象を「居住を目的として町内に建築された建物及びそ

の敷地」としており、空き地だけの場合は対象としておりませんが、ただい

ま議員ご指摘のように、空き地の有効活用を促すような対策は必要であると

思いますので、今後、空き地も対象とするよう対応したいと、このように考

えております。その場合は、現行の「川棚町空き家バンク実施要綱」の改正

により対応可能であると判断をしておりますので、ご提言いただいたような

「空き地を含めた管理条例の制定」は、新たには不要であるとこのように考

えております。 

４点目のご質問につきましては、議員からのご指摘を受け、早速神戸市の

「空き家・空き地地域利用応援制度」を調べたところ、この制度は、空き家

を地域の交流拠点に利用することにより、地域の活性化に寄与するため、空

き家の改修経費について一定の補助を行うという制度で、補助事業の対象と

なるものは、地域活動に供する空き家の所有者等であり、補助金の額は改修

工事費の３分の２、上限が約２３０万円となっているようであります。ご承

知のように、神戸市は人口１５０万人を超える政令指定都市であり、こうし

た空き家の活用支援制度に対して、それなりの活用実績があっていると思わ
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れますが、本町の実情を鑑みた場合、近年では平成３０年１０月に開館し

た、平島地区における「昭和館」のような、地域住民の方々によってつくら

れた交流拠点の例もあり、大変喜ばしいことと思いますが、これは極めてま

れなケースであり、また、支援制度の創設により、空き家の有効活用の促進

につながる見込みは少ないのではないかと、このように思われます。本町の

場合、地域の交流拠点として、各地区の自治会公民館が広く活用されてお

り、そうした公民館の改修等については、以前から補助制度を設けて支援を

行っておりますので、今のところ本町において、先ほどご提言いただいたよ

うな神戸市のような施策を設ける考えはありません。以上、答弁とさせてい

ただきます。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 はい。では順に再質問に移りたいと思います。①の件ですけ

れども、空家等の苦情といいますか、そういったものがあって、町としても

所有者の確認に努力されているんだろうと思いますが、なかなかその不明者

の割り出しというのができないということは、以前からのいろんな質問等で

お聞きしておりますが、そういう対応といいますか、町で調査をされた件数

というのはおわかりでしょうか。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 今正確な数値を持ち合わせておりません。申し訳ありませ

ん。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 正確な数字でなくても、大体件数が１０件程度なのか、１０

０件程度なのか、どれくらいあったのかというのはおわかりじゃないです

か。 

議 長 町長。 

町 長 今総務課長が言いましたように、町では把握をしておりませ

んが、確認をしておりませんが、以前、数年前に総代会で調査をされて、町

内に約１００件程度の空き家があるという報告を受けております。現在はそ

れよりも少し増加をしているんじゃないかと、このように判断をいたしてお

ります。以上でございます。 

議 長 福田議員。 
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１ 番 福 田 壇上で申しましたが、新しく建物が建ったりしているところ

もあって、いろんな、２７年制定からですね、その効果があったんじゃない

かなと思うわけですが、そういった効果っていいますか、対応したところで

新しく家ができましたよというような事例は把握されていますか。  

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 一部所有者にお願い等をしまして、解体して除却をしていた

だくということは数件例があります。ただ、そのあとに家を建てられたかど

うかというのは、私の方では心当たりがないんです。ただ、自発的に、我々

の指導外で、長年放置された空き家が解かれて、それで建設が進められて、

そういったケースはやはりいくつかあるようです。ただ、我々の指導範囲外

ですので、そういった意味において正確に把握をしていないということでご

理解をいただきたいと思います。以上です。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 要綱を作られて、空き家対策を進められるわけですが、そう

いった判定委員会とかいうのがあったんじゃないかなと思うんですが、そう

いったのは開催されたことはありますか。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 はい、お答えをいたします。今回、今年の３月に作成しまし

た空家等対策計画、ここにおいてその手順を定めたところであります。それ

で、そこの中で決定したのが、特定空家の認定であります。これは、改めて

空家等対策委員会、ここで認定をしていこうということを決定したところで

ありまして、まだこの認定が進んでいないという状況であります。これにつ

きましては、正式にそういう委員会で認定の手続き、判定をしていきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 ②の方に移っていきますが、町長も言われましたように、国

全体としても空家等が増えていっている、空き地が増えていっている、そう

いうふうな国の統計等もあります。そういった中で、そういったところの土

地に対してのアンケートですか、自治体へのアンケートがあっているみたい

ですけど、そういった中で行政指導をされたという件数が、いろんな対応の

仕方の中でですね、１番行政指導をしましたよという項目が多かったんです
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けど、その次に２番目としては、条例等による規制等が対応されていると。

うちの場合は要綱とか、そういう計画で対応できるというふうな町長の先ほ

どからの答弁ではないかと思いますが、やっぱり計画はあくまでも計画で

あって、計画の中にこういうことをしますよと書いてるんだったら、じゃあ

それを実際に行える、住民関係者に表明する意味でもですね、条例化をして

いくべきではないかと思うんです。そのために、ほかの多くの自治体で条例

化が進んでるんじゃないかなと思います。で、町長は、いつだったかな、総

代会において、条例まで定める必要はないというふうなことを説明されまし

た。計画を立てるのだから、その計画の中でしていくというふうな、こうい

うお話だったかと思いますが、私は先ほどから言いますように、やっぱり条

例というしっかりした手続きを明確化することで、まあ抑止力といいます

か、そういったのが発揮できるんじゃないかなと思うんですが、もう一度町

長のお考えをお聞かせください。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。まず今の質問については、空き地のこ

となのか、空き家のことなのか、なんか混在して質問をされているようです

けど、もう一度質問をお願いしたいと思います。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 申し訳ありません。空き家でしたね。申し訳ないです。じゃ

あもう②にいきます。国土交通省の方で、その空き家・空き地、そういった

ものの調査が平成２９年に行われて、そういった統計をまとめられて、総務

省なんかでもそれを基にした結果を公表されているわけですが、まあこれは

５年ごとにあっているのじゃないかなと思うのですが、川棚町ではそういう

ふうな統計の町内のデータとかを分析されたことはあるんでしょうか。町内

の分だけですね。伸びているとか減っているとか、そういったものはされて

いるのか。 

議 長 どなたか答弁されますか。町長。 

町 長 はい。答弁が遅れまして申し訳ありません。空き地の質問で

すね。平成２９年に国土交通省の通達によって空き地の調査が行われたとい

うことの発言がありましたが、担当課の方もそれは気付いておりませんで、

そういった調査をした実績がありませんので、お答えをすることができませ
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ん。以上でございます。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 はい。国交省がしたのは、住宅・土地統計調査というもので

ありました。まあ記憶がないということで、川棚町が範囲に入っていたの

か、対象になっていたのかもわかりませんので、次に移りたいと思います。 

空き家バンクに空き地を含めた、そういうふうな活用推進につながるよう

な空き地バンクというのを、加えたようなもので、改正していこうというこ

とでありました。で、その空き地っていうものの、いろんな定義とかずっと

改正されていく上で、検討されるわけでしょうから、私が言っているのはあ

くまでも住宅を建ててほしいという空き地なんですよね。そういったものが

限定されて、家を建てられたとき、そういったときに補助金まで含めたよう

なところまで、改正された場合は関係してくるんでしょうか。  

議 長 企画財政課長。 

企画財政課長 福田議員のご質問にお答えいたします。現在、空き家バンク

がございますが、これに関してはリフォーム等の補助金等はございません。

そして、今空き地バンクの話が出てきているところですけれども、こちらに

新築をされたりした場合、これについても、今のところですねそれに対する

補助金等は全く考えていないという状況でございます。以上でございます。 

議 長 課長、もう少し大きい声でお願いします。 

企画財政課長 空き家バンクにつきましては、今のところその空き家のリ

フォーム等に対する補助金、これについては、今制度として持っていないと

いった状況でございまして、新たに空き地バンクを追加した場合、これにつ

きましても、例えばその新築にかかる費用の補助、そういうものは今のとこ

ろ想定はしていないといった状況でございます。以上でございます。そうい

うことは考えていないということでご理解いただければと思います。  

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 川棚町は移住・定住も推進したいという考えがあるんだと思

いますので、やはりここは町外からの移住も含めてですね、魅力になるよう

な、まちづくりになるような補助金制度を少し研究されてはいかがと思いま

すが。他所の自治体は結構あるんですが、川棚町の財力に合ったような中で

検討ができないか、お尋ねします。 
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議 長 町長。はい、町長。 

町 長 はい、お答えします。議員の３番目の質問は、空き地を含め

た管理条例を制定したらどうかというご提言があっておりますので、それに

ついては先ほどから答弁しておりますように、あくまでも空き地は個人所有

地でありますので、個人の所有地を町が維持管理をするような管理条例はで

きないわけであります。で、今ご質問いただいたのは、そういった前もって

通告をされている内容とは全く別の話に方向が進んでおりまして、ちょっと

答弁する側も苦慮しているわけでありますけれども、まずはそのことについ

て議論を深めていただければと思います。以上です。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 私は空き地を町で管理するというふうなことは一つも思って

ないんですが。空き地を所有者がしっかり管理しなさいよというふうな条例

なんですよね。いろんなところの他所の空き家・空き地含めたところの管理

条例をいくつか多分参考に見られたかと思いますが、そこを最初から違って

いるんであれば、今回はもう１回再度質問をまたやり直すべきかなと思いま

すが。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。ただいまの質問においては、今その意

味がわかりましたけど、それに対しては川棚町環境保全条例を定めておりま

して、そういった維持管理を所有者に求めているという状況でありますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 はい。空き家は特定してあるわけですから、空き地も特定し

て定義して、もっと住民にわかりやすい、もちろん環境保全条例というのが

あってですね、それはいいんですが、もっと見える形で条例化してはどうか

という提言です。そこはもう町長としては条例化はしないということですの

で、他所には条例が制定されて、そういうところの方が私は熱心に取り組ま

れているんじゃないかなと思うわけで、こちらの考えがなかなか伝わらない

であれですが、④の方にいきます。 

神戸市の例をとって質問しているわけですが、空き家もそうですが、空き

家は町長が例に出されましたように、平島の昭和館とか、いろんなところの
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施設を、空き施設といいますか、空家等を利用して、空き店舗とか利用し

て、そういうふうな地域活動とかに使われているのは承知しています。で、

今回私が言いたいのは、空き地について、そういう利用をしたいという団体

が出てくれば検討されるんでしょうが、そういうものができるんですよとい

う条例を神戸市の例にならって、先に作っていただけないかなということで

質問していますが、いかがでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。神戸市のような制度を設けたらどうか

ということで、今再度ご質問がありましたが、先ほど言いましたように、壇

上で答弁いたしましたように、空き地を交流施設のような、公共の用に供す

る利活用がなされるケースというのは、町内にはそう期待できないんじゃな

いかというふうに思います。先ほど壇上で言いましたのは、神戸市では１６

０万人の人口がおって、１５０万人ですか、人口がいらっしゃいまして、そ

ういった要望もあるということで利活用がなされているわけでございます

が、現状の川棚町を見た場合には、やっぱり交流施設というのは、基本自治

会の公民館でありますので、そういった公民館については助成事業を展開し

ておりますので、現状ではそれで十分ではないかとこのように理解をいたし

ております。以上でございます。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 公共の利用とかなんとかっていうことで、ちょっと町長が調

べられたことと、私が描いている利用の仕方というのが、ちょっとずれがあ

るんじゃないかなと思います。具体的に言いますと、例えて言えば私の家に

空き地がある、雑草が茂っている、管理してください、なかなか管理者がわ

からない、そういったときに、わかっても管理する、雑草を刈るお金がない

とか言われた場合に、じゃあ私たち近隣の者でそこを貸してくださいと、そ

ういうふうなバックアップを町がしてもらえたら、私たちが借りて、そこを

草刈りしますから、花壇とかに使わせてくださいよと、そういうふうな利用

ができるような仕組みができないかということを、神戸市という例で挙げて

ましたので、そこからちょっとわかっておられて、答えてもらえるのかなと

思ったんですが、ちょっとまだレベルがちょっと高いところで言われている

ので、なかなかそれは難しいだろうとわかります。ただ、近所の空き地が雑
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草が茂っている、単純に言えばそういうことです。そういうものを、近所の

人が、草刈っているからちょっと何かに使わせてくれと、家庭菜園なり、

ちょっと思い浮かびませんが、花壇とかに使っていけば、両方、所有者も近

隣の人もいいんじゃないかなと思います。そういう観点で町が手助けができ

ないかなと思っての質問です。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。今議員のおっしゃったようなことがで

きれば、非常に素晴らしい環境が保たれるのではないかとこのように思いま

すが、町が一元的に個人財産を管理する、そういった条例を作ることは非常

に難しいと、このように思います。以上でございます。 

議 長 福田議員。 

１ 番 福 田 やっぱり噛み合わないですね。町長は、個人の財産を管理す

るんじゃなくて、そういう近所の人とマッチングする、そういうふうな仕組

みができないかということです。で、町長が言われる、その町が管理するん

じゃなくって、そういうふうな制度を採れば、例えていえば神戸市の例を挙

げますよ、婦人会とか、町内会、自治会ですね、それとかＮＰＯ法人、いろ

んなまちおこし団体とかがありますので、そういう方が使いたいといった場

合に、町の方でそういう制度をつくっていたら、期限は２年間、神戸市の場

合は２年以上ということになっていますが、そういうふうなあっせんをして

もらう。あっせんといいますか、そういう仲介をできる、空き家バンクのよ

うにですね、マッチングして、あとはもう当事者同士で契約がいくようにで

すね。ちょっと伝わってないですかね。 

議 長 町長。 

町 長 神戸市の施策については、担当課の方で調査をしております

が、ちょっとあとで答弁をさせます。それから、福田議員はあくまでもその

空き地の管理条例を制定したらどうかということから、それに対しての答弁

をしておりますので、食い違いがあることについては、ご理解をいただきた

いと思います。ただ、今おっしゃったのは、空き家バンクのような制度を設

けたらどうかということの、今発言がありましたので、それについては空き

家バンクを改正して、空き地・空き家バンクというようなことを今後作って

いきたいということは冒頭述べたとおりでありますので、是非そういった中
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で今議員が思っていらっしゃるようなところが解消できればと思いますが。

ということで答弁をさせていただきます。 

議 長 総務課長。 

総 務 課 長 ちょっと論点が噛み合わなかったのが、議員が４番目でご提

言をされました、空き家・空き地地域利用応援制度、これは神戸市が作成さ

れている制度ですが、これはホームページで見ておりましたら、この制度自

体がですね、あくまで空き家を対象としたものであって、その所有者を支援

するという制度でありました。それで、恐らく議員がご提言されている真意

としましては、空き地を地域住民の方で有効活用するというのがですね、一

般的にはポケットパークというふうに言われておりますが、ちっちゃな公園

ですね、地域の住民の方で利用する、憩いの場とするような例っていうの

は、いくつか市町村でもう既に進めているところがあるようです。その点が

ですね、神戸市のこの応援制度には載ってなかったものですから、このよう

なすれ違いができたんではなかろうかなと思います。ですから、先ほど言わ

れましたような、ポケットパークですけども、地域住民の方で利用する憩い

の場、こういったのに空き地の所有者に了解を取って、それで地域の方が期

限付きで利用する、そういう制度はあるようです。以上、補足して説明とい

たします。 

（１１：５６） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１１：５６） 

（…休  憩…） 

（１３：００） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、山口隆議員。 

６ 番 山 口 議席番号６番、山口でございます。通告文にしたがって、教

育長に小中学校における学力向上対策についてお尋ねをいたします。 

長崎県教育委員会は、本年５月に実施した学力調査の結果を公表いたしま

した。学力調査は、県が独自に実施し、その対象は小学５年（国語・算

数）、中学２年（国語・数学）、中学３年（英語）で、受験生が約３万２，

０００名でございました。それによると、本町の結果は小中学校の全ての教
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科で東彼杵郡内及び県内で下位に位置し、平均点も受験した児童生徒の平均

点を下回っております。学力調査は、基礎学力の定着度を測るものと考えら

れ、結果だけ見ると本町の小中学生は基礎学力の定着度が十分でないと推測

いたします。基礎学力は、子どもの「学びの姿勢」や将来の「進路選択」等

に影響を与えるものと思われます。小中学校における学力向上対策について

以下の点について尋ねます。 

①今回の学力調査の結果をどのように分析し、どのように捉えているか。  

②本年度からＧＩＧＡスクール構想で児童生徒にタブレットが配布されま

した。そして授業で活用されていると思いますが、学力向上にどのように寄

与しているのか。 

③不登校の要因に「学力の問題」は出てきていないのか。 

④小中学校における学力向上対策にどのように取り組むか。以上、４点で

ございます。 

議 長 教育長。 

教 育 長 山口議員の小中学校における学力向上対策についてのご質問

にお答えします。 

本年５月に実施されました県学力調査の結果が７月に公表され、７月１５

日の長崎新聞において市町別の状況について詳しく報道されました。川棚小

中学校の状況は、県の平均点と比較して、小学校で国語がマイナス４ポイン

ト、算数がマイナス１．９ポイント、中学校で国語がマイナス０．６ポイン

ト、数学がマイナス５．２ポイント、英語がマイナス４．６ポイントと、い

ずれも県の平均を下回る結果となっています。他の市町と比較しますと残念

な結果と言わざるを得ず、議員ご指摘のとおり、本町児童生徒の学力につい

ては大変厳しい状況であり、教育委員会といたしましても、申し訳なく感じ

ているところでございます。 

１番目の「今回の学力調査の結果をどのように分析し、どのように捉えて

いるか」のご質問にお答えします。小学校では、県の平均点を上回っている

のは、国語・算数とも１校だけでした。国語では書く領域が、算数では図形

領域が大きく平均を下回る結果となっています。中学校を分析してみます

と、国語では書く領域と読む領域が、数学では数と式、図形領域が、英語で

は聞く領域と読む領域が平均を下回る結果となっています。次に受験した小
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学５年生と中学２年生の子どもたちの、昨年度の学力がどうだったかを調べ

てみました。本町では各小学校の全学年と中学１年生において、民間が行っ

ている全国的な学力テストを毎年行っています。この学力テストを標準学力

検査といいますが、この標準学力検査の今の５年生が４年生のときの結果

は、全国平均点と比べ、国語も算数もマイナス８．２ポイントと全国平均を

大きく下回っていました。県と全国の違いはありますが、今年度実施されま

した県の学力調査では、国語はマイナス４ポイント、算数はマイナス１．９

ポイントでしたから、差を大きく縮めたことがわかります。このことから、

経年比較では、川棚町の５年生は学力は伸びてきていると言えるのではない

かと考えています。そして、中学２年生が１年生のときの標準学力調査の結

果と経年比較してみますと、国語がマイナス３．９ポイント、数学がマイナ

ス８．５ポイント下回っていました。今年度実施されました県の学力調査で

は、国語はマイナス０．６ポイント、数学はマイナス５．２ポイントでした

から、国語も数学も３．３ポイント差を縮めています。このことから、中学

２年生の子どもの学力も昨年度より伸びてきているのではないかと考えま

す。中学３年生の英語につきましては、経年比較するデータがございません

が、現在の高校１年生が中学３年生のときの平均点より５．３ポイント平均

点が上回っているので、英語の力も少し伸びているのではないかと思いま

す。正答数の度数分布を見てみますと、平均点が低い、小学校の国語と中学

校の数学と英語においては、上位者が少なく、中位と下位の人数が多い度数

分布になっています。このことから、中位と下位の子どもたちの成績を引き

上げるための方策をとらなければならないことがわかります。 

２番目の「今年度からＧＩＧＡスクール構想で児童生徒にタブレットが配

布され授業で活用されているが、学力向上に寄与しているのか」のご質問に

お答えします。タブレットの効果についての客観的なデータはまだございま

せんので、学力向上に寄与しているかどうかはわかりませんが、はっきり言

えることは、授業の様子が大きく変わってきています。導入された大型の電

子黒板とタブレットをうまく活用し、自分の考えを発表したり、友達と意見

交換をしたり、調べたことをタブレットでまとめ、プレゼンテーションで発

表ができるようになっています。また、タブレットにダウンロードしたドリ

ルを朝自習や隙間時間に取り組んだり、家に持ち帰って家庭学習で取り組ん
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だりしています。中学校では、別室登校の生徒もいますが、子どもたちの所

属している学年の授業を配信し、自分のタブレットで見ることができるよう

にしています。教室に入れない子どもでも、同じ時刻に授業を受けることが

できるようになり、少しずつ自分の学級で授業を受けることができる生徒も

出てきています。ほかにプログラミングやデジタル教材などを活用し、それ

ぞれの先生方が工夫して授業をしているので、学力向上に寄与するものと、

私自身も期待しているところです。 

３番目の「不登校の要因に「学力の問題」はないか」のご質問にお答えし

ます。不登校児童生徒がいる学校に、不登校の要因について調査したとこ

ろ、学力の問題を要因に上げている学校はありませんでした。一番多く回答

されたのが親子の関わり方を含む家庭環境でした。ほかには、友人関係や教

職員との関係、本人の生活の乱れ、無気力、怠惰、発達障害的な要因が上

がってきています。しかし、私の経験からも不登校の要因として学力の問題

は少なからずあるものと捉えています。令和元年度の文部科学省の調査で

は、不登校の要因として学業の不振を上げているのが、小中学校で７．２

パーセントありました。勉強がわからないと授業を受けるのも苦痛ですし、

親や教師との関係も悪くなり、学校に居場所がなく行きたくなくなるのでは

ないかと考えます。また、現在川棚中学校の不登校者は中学３年生で５人、

中学２年生が６人、中学１年生が２人の計１３人となっています。これは、

１，０００人当たりの不登校の児童生徒の全国平均が１９人ほどですので、

川棚中学校を１，０００人で換算しますと３５人ほどになり、非常に大人数

になります。また、別室登校の生徒は３年生が７人、２年生が１人ですの

で、不適応を起こしている生徒が多いことも、学力テストの結果にも大きく

影響しているのではないかと考えられます。 

４番目の「小中学校における学力向上対策にどのように取り組むか」の質

問にお答えします。県の学力調査のほかに、小学６年生と中学３年生を対象

に５月に実施された「全国学力学習状況調査」の結果が９月１日付けで発表

されました。この調査結果を見てみますと、残念ながら本町では小中学校と

も全国平均点を上回ることができませんでした。しかし、小学校では全国平

均点に国語・算数とも１ポイント差以内で、ほぼ全国平均に近い値になって

おり、県平均は上回る結果となっています。学校別では、国語では３校中２
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校が、算数では１校が全国平均を上回っています。このことから、小学校６

年生においては、学力はある程度身に付いているのではないかと思います。

また、この調査では子どもたちの意識や、家庭等における実態調査、いわゆ

る学習状況調査も行われています。この調査結果から、小学校では、「学校

へ行くのが楽しい」、「地域行事への参加」、「ＩＣＴ機器の使用」、「道

徳の授業において友達との意見交換をしている」の質問が、全国と比べて良

好な回答が出ています。逆に「塾などに行っている」、「家に本がある」な

ど経済的事情に関わる質問に対する回答が全国平均を大きく下回っていま

す。中学校では、「家に本がある」、「地域行事への参加」、「地域や社会

をよくするために考えることがある」、「国語や英語の授業」、「コロナ禍

における規則正しい生活に関する質問」が全国と比べて良好な回答が出てい

ます。逆に「新聞を読んでいる」、「塾などに行っている」、「家庭学習の

時間」、「スマートフォンやＩＣＴ機器を自分の勉強のために活用してい

る」、「数学の授業に関する質問」これらが全国平均を下回っています。こ

のことから、家庭環境や経済的事情が子どもたちの学力にも強く関係してい

るものと思われます。そして、１つ目の質問において、民間の標準学力検査

を小学校全学年で実施していることを話しましたが、小学校１・２年生にお

いては、国語・算数とも１０点前後全国平均より低い結果となっています。

低学年における学力の課題は、発達障害的要因が大きいと考えています。文

部科学省の調査では、通常学級に在籍する児童生徒のうち、人とコミュニ

ケーションがうまく取れないなどの発達障害の可能性のある小中学生が６.

５パーセントという調査結果を出していますが、本町の場合、通級指導教室

で指導を受けている児童生徒の割合が１０パーセントと高い割合になってい

ます。現在小学校１年生では通級指導教室に行かせていませんので、１年生

を入れるともっと高い割合になるものと思います。学校にもよりますが、低

学年で授業中落ち着いて座っていられない、話を集中して聞けない、個別に

支援を要する子どもがいることが課題になっています。これらの子どもたち

については、早期に支援体制を確立することが有効とされています。教育委

員会では現在、保護者との個別の相談のほか、各こども園や保育園を訪問

し、気になる園児を観察したり、専門機関につなげたりして、早期対応がで

きるように努めているところです。 
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本町における課題について縷々触れてまいりましたが、学力向上対策には

たくさんの課題を解決していかなければなりません。学力の高い学校や市

町、県を分析してみますと、次のようなことが言えます。「家庭・地域が協

力的である」、「学校が規律正しく落ち着いている」、「不登校児童生徒が

少ない」、「問題行動が少ない」、「家庭学習など学習意欲が高い」、「経

済的に困窮している家庭が少ない」、「塾や習い事に熱心である」などが挙

げられています。このような市町や県を見習い、差を埋めるために、これま

で川棚町においては、議会のご理解のもと、ＩＣＴ環境の整備、サポート

ティーチャーや特別教育支援員の配置、学校活性化事業、スクールソーシャ

ルワーカー、ＡＬＴの配置など、他の市町と比べても手厚い支援、教育環境

整備に努めて参りました。そして、教育委員会では、各校の校長と研究主任

を集め、学力向上推進協議会を開催し、授業改善や学習規律定着のための方

策を協議したり、学校訪問による指導を行ってきました。また、昨年度は県

教育センターと、全ての教科の基礎となる読解力育成のための共同研究を行

いましたが、今年度も各校において継続研究を行っています。 

これからの学力向上対策につきましては、これまで述べてきた課題や平均

点を下回っていることについて、一つ一つ丁寧に対応し取り組んでいかなけ

ればならないと考えていますが、これからは、川棚町の教育の特色としてＩ

ＣＴ教育の推進を柱にしていきたいと考えます。このことが学力向上につな

がり、他の課題に対しても有効ではないかと考えます。子どもたちがタブ

レットを活用し、進んで学習に取り組むことにより、家庭学習の時間も増

え、その結果、学ぶ楽しさを知り、高い学力を身に付けることを期待するも

のです。また、教育委員会では、全ての教員を対象に、各学校ごとのＩＣＴ

研修会を行っています。まずは、教職員が導入された電子黒板やタブレット

を使いこなせるようになり、授業中にＩＣＴを有効活用し、授業改善を図る

ことにより、子どもたちもタブレットを使いこなせるようになるものと考え

ています。この研修会は今後も定期的に行いたいと考えています。  

最後に、ＩＣＴ教育だけでは身に付けさせることのできない、補完する取

り組みについて述べさせていただきます。学力の未定着の一因と考えられる

不登校や発達障害を抱える子どもたちへの対応につきましては、この夏季休

業中にサポートティーチャーや特別支援教育支援員を対象に、個別に支援を
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要する子どもたちの理解を深める研修会を行いました。子どもたちと一番身

近にいる支援員の方々が、不適応を起こしている子どもたちについて深く学

ぶことは、不登校の児童生徒数の減少につながるのではないかと期待してい

るところです。 

さらに、子供たちが積極的に学習に取り組み、より良く生きていくために

は、夢や希望、あこがれ、目標を持たなければならないと考えます。そのた

めに、地域の産業や人に学ぶ「ふるさと教育」や「キャリア教育」の推進が

大事になってきます。各学校においては学校運営協議会が設置されました。

このことにより、現在中学校で行われている職場体験学習の更なる充実や各

学校の特色を生かし、地域と連携した取り組みにより、子どもたちの生きる

力を育むことができるのではないかと期待しています。 

教育は学力だけでないことは重々分かっているものの、子どもたちの学力

を県レベル、全国レベルまでに引き上げなければ、将来の進学や就職等、子

どもたちの夢を実現することに支障が出てきます。学力の向上のためには、

知識、技能や思考力、人間性等の総合的な育成が必要であり、教職員の資質

の向上はもちろん、保護者や地域の変容も含めた、児童生徒を取り巻く全て

の環境が作用するものと認識いたしております。したがいまして、一朝一夕

に成果が生まれるものではありませんが、川棚町の将来を担う子どもたちに

未来を生きる十分な力を育成するため、今後も学力向上の取り組みに努力し

ていく所存です。以上、答弁とさせていただきます。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 ２、３質問をする前に、ちょっと言っときたいんですけど

も、全国学力テストのですね、これ結果公表してないんですよね、川棚は。

いわゆるそのデータを基にですね、回答をされても、判断のしようがない

と。通告を出したのは８月の２５日でございます。全国の学力テストの結果

が、総括が新聞に発表されたのが９月１日です。そして各市町村のデータに

ついては、各教育委員会のいわゆる公表するかどうかは判断に任せられてい

る。そしたら今教育長の答弁の中でですね、全国の結果をいろいろ並べられ

て、その結果を言われてもですね、全国結果我々全くデータとして持たな

い。そこは判断のしようがないわけですよ。だからその点はまず押さえとき

たいと思いますけども、あとで答弁があれば答弁をしていただきたいと。 
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それでまず最初にですね、いわゆる学力テストが、特に中学校の場合です

ね、各市町村別に発表されております。ところが、１町１中学校の場合はも

う中学校名がわかるわけですよ。川棚の平均こうですよと言われたら川棚中

学なんです。東彼杵町こうですよと言われれば、１町１中学ですから。そし

たら結果としてですね、これが中学校のランク付けになってですね、これが

いわゆる進路その他に影響して来ないかと。その点どう捉えてますか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。これまでの県の学力調査、全国学力調査の結果を見て

みますと、ここ数年やはり川棚中学校においては、県の平均、全国平均を上

回ることはできておりません。ただ、各高校進学等の進学先見てみますと、

かなり難関と言われている学校にも合格しておりますので、ほかの方々から

見ると、川棚中学校低いと思われているのは仕方ないとしても、実情として

はやっぱり子どもたちも先生たちも頑張っていると、私自身は捉えておりま

す。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 ちょっとそこがですね、私直接携わってきた人間でございま

すので、これは必ず高校ではやってるんです。こういうのをデータを揃えて

ですね、各中学校のランク付けというのはやってございます。ですからそう

いったことを考えればですね、もう少しこういった部分はトータル的におか

しくない云々じゃなくてですね、やっぱり子どもの将来、進路選択に関わる

ことですから、それはもう少し考えていただきたい。 

それで先ほどもですね、全国学力テストの結果と比較したのがどうかと、

その点答弁ございませんかと言いましたが何もないですか。それを答えられ

ても私は、どこまで信用していいかわからない。データがないわけですか

ら。それはあとでデータもらえますか、教育長。 

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。データについては山口議員に公表したいと思っており

ます。毎年、全国学力状況調査については、本町としては公表しておりませ

ん。また、各市町においても公表している学校というのはあまり聞いたこと

ありませんので、本県としてはあまり公表していないと、私自身認識してお

ります。公表しない理由としましてはやっぱり過度な競争、そして先ほど言
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われました、学校別のそういった、何といいますか、ランク付けというか、

この学校は今度学力が低かったというような、そういったことを控えるため

に、公表していないという状況です。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 ということになればですね、公表していないと、いろんな観

点からですね、その公表していないデータを基に答弁をされたというのはで

すね、こちらとしてはどこまでが正解か、ちょっと我々比較しようがないで

すよ。だからあとでもらえますかって、その答弁はどうなんですか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。データは後ほど、はい。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 それとですね、こういうことを言えば、ちょっと非常に、私

もちょっと情けないんですけども、東彼３町で比較してですね、ちょっと東

彼杵郡と比べたらですね、小中学校ともある特定の科目を、中学の国語です

か、それを除けばですね、全部１０点近い平均で差があるわけですね。小学

校から中学校まで。中学校の国語が東彼杵町と６３点と６１点ですから２点

しか違わない。それ以外の小学校・中学校全て含めてですね、１０点近い平

均差があるわけですよ。だから同じ郡内の子どもたちであれば、そんなに私

は差はないと思うんですけども、ここの１０点東彼杵町とそれから本町と比

べて、１０点近い平均に差があるというのは、どのように捉えてますか。  

議 長 教育長。 

教 育 長 私自身もその差があることについては、やっぱり驚いたこと

と、差があることについてのはっきりした断定というのはできないと思うん

ですけど、中学校というのは教科担任制でありますので、やはりそういった

教師の力というかですね、やっぱりそういったものを一つは大きなものがあ

ると思います。そしてまた、中学校の方とも原因について話をしていくわけ

ですけど、やはりなんか、不登校者を出してはいけない。そのために中学校

の先生方がどうも課題を出すこと、そして課題を出して未提出者がいても、

あまり強く提出を求めない、そういった悪循環、家庭学習のですね、もう不

十分なというような状況も回答として得ておりますので、そういった複合的

な要因で学力の方も伸びていないんじゃないかなと思っております。  



- 39 - 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 確かにいろんな要因があると思うんですねどね、やっぱり同

じ郡内でですね、東彼杵町と１０点差も近いというのが、果たしてこれが現

実として受け止められるかどうかというのが一番気になるわけですよね。で

すからできればそういった部分、何か原因があるんだろうと、あるから１０

点差があるのかなと。今教育長が言われました、教師の指導力の差とかそう

いうことであれば、やっぱりそれだけ先生方にもお願いするとか、そういっ

た手立ては考えてないんでしょうか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。答弁の中でも述べましたけど、先生方に対する授業改

善というか、指導のあり方ということにつきましては、学力向上の推進会議

において、校長、研究主任交えて行っているところです。そして、県の学力

向上の施策に基づいて、やっぱり授業についてはこういったことを取り組ん

でいくという共通理解をして、共通実践していくということで取り組んでは

いるものの、やはりそこは授業参観、学校訪問、私たち見るたびに、できて

いる先生、できていない先生というのはありますので、やはりそこは教師力

の差というかですね、そこが私たちの指導が及んでいないところなのかなと

反省しているところです。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 今回の結果からですね、保護者とかそういった外部からです

ね、何かもう少し頑張らせていただきたいとか、いろんな意見その他がきた

とか、そういうのがございませんか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 教育委員会の方には直接そういった話は聞いておりません。  

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 次にですね、このちょっとＧＩＧＡスクール関係、タブレッ

トについてですね、ちょっとお尋ねしたいんですけども、タブレットという

のは、いわゆるこれはあくまでも学習の道具だろうと私は捉えてるんです

よ。これが万能だと考えたらとんでもないことになると。そして現在は、こ

のタブレットというのがコロナ禍の中でですね、オンラインとか、リモート

の授業を行っていると、そういう形が増えてきてるんじゃないかと思いま
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す。ただ、これが、タブレットというのは対面授業と違って、生徒の反応が

直に見えないと、まあそういったところから当然、このタブレット等その他

使ったときに、果たしてそのあと対面的なフォローが行われているのかどう

か、その点をお尋ねしたい。タブレットを単にやりっぱなしじゃなくてです

ね。 

議 長 教育長。 

教 育 長 本町においては、まだタブレットを用いて遠隔、つないでの

授業の実績はありません。ただ、夏休み、夏季休業中において、そういった

ことができるようにですね、研修は進めております。いろんな教育雑誌と

か、テレビの情報とかそういったところをみてみますと、やはり遠隔操作と

いうのは、どこの学校でも苦慮しているところです。子どもたちの理解度が

どこまで進んだのか、やっぱり対面、面と向かって教員と子どもが向き合っ

て授業を行うことと、またもう遠隔で行うということについては、やっぱり

効果というのが全然違うんじゃないかなと思っております。  

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 当然これは恐らく先ほど教育長の説明の中でもですね、本町

ではＩＣＴ教育ですか、これを進めていくと、その中にＩＣＴ教育となれ

ば、特にタブレットその他子どもにやってるわけですから、当然それを中心

に進めていくんだろうと思います。それ以外のことも電子黒板その他である

と思いますが、当然これはですね、あくまでもですね、やはり小学生低学年

の、発達障害とか不登校とかそういう問題も抱えていると言われたんですけ

ども、当然そういう子どもたちには、やっぱり対面授業の大切さというのが

一番重要だろうと。やっぱり人間と人間が接して、対面しながら指導をして

いくと。そうすればこのタブレットの使うことによって、ＩＣＴを使うこと

によって、そちらを研究する時間に先生方が時間を取られてですね、その時

間が減ってくる。そうすればどうしようもないと。だからあくまでも私は、

ＩＣＴ授業というのは、対面授業のですね、補完的な役割だろうというよう

に考えているんですけども、教育長どうそこら辺は捉えておりますか。  

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。議員おっしゃるとおり、タブレット、ＩＣＴが万能

じゃないと思っております。教科書においても、やっぱり紙の教科書という
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のは、必要だ、残してほしいということも出ております。ただ、興味関心を

高める、そういった部分においては、ＩＣＴ教育というのは、とても有効で

はあるかなと思っております。また、タブレットに、先ほどドリルあたりを

インストールしてというのがありますけど、何回も繰り返し繰り返し頑張れ

るというよさもあります。そしてまた、特別支援教育、発達障害の子どもた

ちのことも触れられましたけど、５分、１０分しか授業中座ることができず

立ってまわる子というのは、タブレットのいろんな操作、そういったのを興

味を高めて、もう２時間でも３時間でも熱中してタブレットに取り組むとい

うような特性を持った子どももいますので、やっぱりその一人一人子どもの

発達の状況違いますので、そういった個別の支援計画というのは、各学級担

任立てております。そしてまた、そういった発達障害の多い学級とか、支援

を要する子どもたちについては、川棚町ではサポートティーチャーとか、支

援員の先生を配置させてもらっていただいておりますので、その方々が有効

に子どもたちに寄り添って、まあ担任は任せっきりということじゃないと思

いますけれど、協同してですね、効果を高めることができるんじゃないかな

と期待しているところです。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 この学力向上をですね、ちょっと問題にすればですね、いろ

んな弊害があるもんですからあんまりしたくないんですけども、３つ目の、

不登校の理由にですね、勉強嫌いと言ったんですけども、学習というのは、

大体人間というのは勉強せろとか、何々をせろというのが一番嫌になるわけ

ですよ。これは小学生の低学年あたりはどうかと思うんですけどね。だか

ら、勉強しなさい勉強しなさいとこう言われて、課題をどんどん出せば上が

るというもんじゃないだろうと思いますけども、やっぱりここのところのバ

ランスをですね、きちんと取っていく教育をやらないとですね、逆に、宿題

がようけ出る、勉強せろと学校に行けば言われると。だから逆にそれが、い

わゆる引き金でですね、いわゆる無気力になったり、それで学校嫌いになっ

たり、それからいわゆる非行に走ったりとか、そういう傾向に出てくるん

じゃないかと思いますけども、その学力を上げるときに、課題を出したりと

か、勉強せろとか発破かけるというのはですね、どの程度ぐらいの限度と考

えられておりますか、教育長。 
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議 長 教育長。 

教 育 長 限度というのが、やっぱりその子に応じて違うと思うんです

けど、やっぱり今の子どもたちの様子をずっと見ていますと、耐性ですね、

頑張る力というか、耐える力というのが、かなり弱くなっていると思いま

す。親からも怒られたことがない。そして先生方も子どもを怒ったら体罰だ

と言われる。で、ましてや親までも叱ったらネグレクト、ＤＶだというよう

な風潮になってきておりますので、やはりある程度もう子どもを鍛えるとい

うところではですね、どんどん勉強に取り組ませていいんじゃないかなと

思っております。経済的なところで塾に行っていないというのも先ほど述べ

させてもらいましたけど、基本的には学校で学力、学習を身に着けさせると

いうのが基本になってきますので、やはり議員がおっしゃった、基礎・基本

というのは、最低限子どもたちに身に付くまでは繰り返し繰り返し指導とい

うか、働きかけ、子どもたちに身に付くまで頑張らせるというのが基本に

なってくるんじゃないかと、私自身は思っています。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 もう大体４番目くらいに入りたいと思いますけども、４番目

でですね、中学１年生にと記憶してますが、イングリッシュキャンプが実施

されてますよね。これは実施されて決算とか予算委員会で私は何回か質問し

たんですけども、その目的は何か、そして成果は上がっているかといいまし

たら、必ず答えが、英語への興味を持たせ、国際化に対応するために実施し

ているんだと。そしたら、イングリッシュキャンプが、まあ１日かもしれな

いですけども、いわゆる英語への興味を持たせるという目的であればです

ね、もう少し英語の点数というのは平均点が上がっていいんじゃないかと考

えるんですけども、そこのところは学力向上に実際つながってきているのか

どうか、どう判断されてますか。 

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。そこを私も中学校校長に聞くわけですけど、議員の

おっしゃるとおりで、もうちょっとこういった莫大な予算を使ってしている

んだから効果を上げてほしいというのを、私自身も学校にお願いするところ

なんですけど、例えばＡＬＴ、他の市町で日本人がＡＬＴをしている学校も

あるんですけど、そこの子どもたちの様子、日本語も先生方、子どもたちと
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も通じるので、効果は上がるんですけど、子どもたちの充実感がないといわ

れています。やっぱりほかの外国の方と一緒に触れあう、やっぱり異文化と

接する、そういったことが学力云々につながれば一番いいんですけど、やっ

ぱりなんか肌で触れあう、そういった体験というのは、イングリッシュキャ

ンプなんかの取組、ＡＬＴとの触れ合いというのは、意義があるのかなと

思っております。もちろんもう本当そういったことを機会に学力につなげて

ほしいと思うんですけど、やっぱりそこはもう中学校、先生方に頑張っても

らうしかないかなと思っております。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 学力向上のところで、いわゆる学力が、平均点が高い子、こ

れは学力かどうかは私は判断はいたしませんけども、まあたまたまテストの

結果がよかっただけなのか、それが必ずしも学力が身に付いてるとか判断は

別個にしてですね、やっぱりそういうところは、例えば家庭、地域が協力的

であったと、これは本町では、昨年からですね、いわゆるＣＳをしたわけで

すね。コミュニティ・スクールですね。そうするとそこに、いわゆる学校評

議員会ができた。じゃあこれがコロナで利用できなかったのかどうかは知り

ませんけども、例えばこの橋渡しをするのがですね、家庭とか地域の橋渡し

をするのがコミュニティ・スクールじゃなかったかと、目的からいけば一つ

の。じゃあこのコミュニティ・スクールの、学校評議員会というのはどのよ

うに活用されているのかですね。その活用次第では、家庭とか地域の協力を

得られると思うんですけども、そこをどのように今されているのかちょっと

お尋ねしたい。 

議 長 教育長。 

教 育 長 はい。現在コロナ禍ということもあって、各学校に学校運営

協議会の様子を聞きますけど、会議だけで終わっているというようなとこ

で、具体的に一緒に活動を進めていくというようなことについては、なかな

かできていないというような状況です。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 はい。せっかくつくったわけですから、会議だけでなくてで

すね、せっかくこれでコミュニティ・スクールということをスタートして、

学校運営協議会つくっているわけですから、やっぱりこれをもっと活用して
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ですね、地域といわゆる家庭、その連携を進めていくと。そうしないと、も

うクライマックスが、コロナ禍のためにですね全く機能しない形じゃないか

と思うんですけども、もうこれでは意味がなかったんじゃないかと思います

けども、これは今後どのように活用していこうと思っていますか。  

議 長 教育長。 

教 育 長 子どもたちが一番求めているというか、子どもたちに一番影

響するというのは、やっぱり人と人とのふれあい、地域とのふれあいだと

思っております。先ほど答弁の中でも、地域の行事に参加しているとか、社

会のことを思うというような、本町ではそういったことが高い回答を得てお

ります。町子連の取組とかが、川棚町は特に地域のおじちゃんおばちゃんと

子どもたちが触れ合う、知り合うという、一番最たる行事だったと思います

けど、それができていないというは残念です。そういったことで、コミュニ

ティ・スクール、学校運営委員会通じて、もっともっと私自身も地域との橋

渡しとして、地域の中に子どもたちを出して、そしてまた地域の方々を学校

に呼んで、いろんなことを取り組んでいくようなことを進めなくてはいけな

いと思っているところですけど、やっぱりどうしても今学校に外部の人を招

くというのが、コロナで入れ込んだらもうやっぱり休校になるという、それ

が一番恐れていますので、なかなかできないというところですけど、今学校

とのふれあいじゃなくて、子どもたちを見守る登下校の方々、地域とのそう

いったことでできておりますので、もうちょっとそういったところをどうし

ていったらいいかというのは、先生方とも話し合っていきたいと思っており

ます。また、運営委員になっていただいた委員の方々とも、いい知恵をいた

だければなと思っているところです。 

議 長 山口議員。 

６ 番 山 口 あとですね、ちょっとあと１点ほど聞きたいんですけども、

いわゆるその学力向上の中でですね、どうしても総合的に取り組まざるを得

ない問題だろうと思っています。ただコロナ禍で、やっぱり学力的に平均点

が高い学校というのは、やっぱりさっき言いました、家庭・地域が協力的で

あるとか、不登校が少ないとか、学校が落ち着いているとか、こういうとこ

ろがいわゆる学力の平均点が高いんだと言われました。だから、そういう学

校を当然目指していくと思うんですけども、本町では、いわゆる教師が問題
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行動で手を焼いてですね、学力まで手が回らないとか、それから例えば、家

庭での学習意欲や生活習慣の問題がある家庭が多いとか、そういったことが

ないのかどうか。そしてそういった点を今後どのように対応していくのか、

問題があればですね。その点をお尋ねしたい。 

議 長 教育長。 

教 育 長 本町の状況をみてみますと、小串小学校とか、川棚小学校を

みてみますと、１クラス３０人以上の学級というのはかなりあります。そこ

でサポートティーチャーあたりの先生に手を借りながら、子どもたちにきめ

の細かい指導をしていこうとしているというところですけど、なかなかそこ

が手が回らない状況があります。そしてまた、保護者からの要望というか、

まあクレーム的なこともたくさん出てきますので、そういった対応に追われ

ている学校というのも聞いております。そういった、やっぱり地域が安定し

て、小規模、目が行き届くという落ち着いた学校においては学力も確かに高

い傾向にあるのは事実なので、そういったところを本当目指していかなくて

はいけないと。教育委員会としても、支援員とか、サポートティーチャーの

質をより高めながら、そしてまた先生方にも特別支援的な勉強もしてもらい

ながらですね、今後あたっていかなくちゃいけないと思っております。やっ

ぱり２、３学級が崩れている学級もあるのは事実なので、そういった先生方

もフォローしながら、子どもたちの学力を身に付させるというところが一番

大事ですので、そこに行き着くように取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

６ 番 山 口 終わります。 

（１３：４９） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１３：４９） 

（…休  憩…） 

（１４：００） 

議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 次に、堀田一德議員。 

１ ０ 番 堀 田 議席番号１０番、堀田一德です。２項目質問をいたします。 

最初に、農業従事者の高齢化に伴う担い手対策について。  
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農業の従事者は高齢化と担い手不足に襲われております。若手の就農者は

減り、７０歳以上の高齢就農者は増えております。圧倒的に将来の農業を担

う人材が足りません。新規で農業を始める人の動機は、自然や有機農業への

あこがれや、田舎暮らしがしたい、自然の中で子育てがしたい、定年後の健

康維持のためなどであります。よって、今後の農業について、以下の点を尋

ねます。 

①家族に後継者がいない農家をリストアップし、経営継承希望者をマッチ

ングする第３者経営継承の事業を行う考えは。 

②中山間地では地域全体が高齢化し、働き手が減少する中で、田畑があっ

ても傾斜地のため規模拡大は難しく効率も悪い。こういう地域には、田舎暮

らしをしたい方、定年帰農で利益追求でない農業、「半農半Ｘ」などの多様

な希望から農業や地方暮らしを求める方々を受け入れる事業の考えは。  

③新規就農を希望する人が本町を選んでもらえるように、本町の地域情報

や魅力を十分発信していくべきではないですか。 

④総合計画において「基幹農道の整備に伴い、沿線農地などの有効活用に

取り組む」とありますが、具体的な計画は立てているのか。 

２項目目、ヤングケアラーについて。 

ヤングケアラーとは、家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うよ

うなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなど

を行っている１８未満の子どものことであります。厚労省が２０２０年約１

万４，０００人規模で実施した初の実態調査では、中学２年の６パーセン

ト、全日制高校２年の４パーセントが該当するとあります。本町での現状に

ついて、以下の点を尋ねます。 

①早期発見するために、学校、医療機関、福祉事業者などに対して調査を

する考えはありませんか。 

②調査によって本町でも事例が見つかった場合の支援体制は。 

③ヤングケアラーという言葉の認知度を高めるために厚労省が２０２２年

から３年間を集中取組期間に設定するとしているが本町の対応は。  

④２０２２年度より福祉、介護、医療、教育の現場で関係者の研修が予定

されているが本町の対応は。以上、壇上から質問をいたします。 

議 長 町長。 
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町 長 堀田議員ご質問にお答えいたします。 

ただいま議員からは、２つの項目についてご質問をいただきましたので、

まず第１点目の農業従事者の高齢化に伴う担い手対策についてのご質問にお

答えいたします。 

初めに、①のご質問についてでありますが、現在、国において、農業者の

高齢化の中、これからの地域農業を担っていく世代が、効率的な農地の利用

やスマート農業を行うための施策として、農地の集積・集約化を行うための

「人・農地プランの実質化」が進められているところであります。本町にお

きましても、町内８集落、中山集落、五反田集落、小串集落、下組集落、野

口集落、新谷集落、石木集落、岩立集落において、農業者の皆さんが徹底し

た話合いに基づき、「将来にわたって地域の農業を誰が担っていくのか」、

「誰に農地を集積・集約化していくのか」を地域の皆さんで決めていただく

取組が進められているところであります。また、現在、取り組んでおります

農地中間管理事業において、少子高齢化に伴う担い手不足により農作業がで

きなくなった農地を、一旦、農地中間管理機構が引き受け、新規就農者や経

営拡大等のため農地を求める方に借りていただく制度があり、現時点で３２

７名（約３７０件）の方がこの制度を利用されている状況であります。今後

も、これらの取組を進めることにしており、新たな事業を行う考えはありま

せんので、ご理解いただきたいと存じます。 

次に、②のご質問についてでありますが、全国的に農村、特に中山間地域

においては、少子高齢化による人口減少が都市部に先がけて進行している状

況のようであります。本町の農業におきまして、トマト農家や畜産農家につ

いては、担い手も確保され順調な農業経営が営まれているところであります

が、その他の地域におきましては、少子高齢化の影響により担い手不足が深

刻な状況であると、このように認識しているものであります。そこで、先ほ

ど申し上げました、現在取り組んでおります農地中間管理事業を更に推進す

ることといたしております。なお、近年では、新規就農者として、アスパラ

農家３戸、肥育牛農家１戸の実績があがっております。ご質問の「半農半

Ｘ」につきましては、農林水産省の「新たな基本計画の農村振興施策」とし

て、その支援のあり方が検討されているところでありますが、農村で副業・

兼業などの多様なライフスタイルを実現するための、農業と他の仕事を組み
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合わせた働き方であり、島根県では、新たにＵ・Ｉターンをして、兼業就農

をされた方に対しての支援が行われているようであります。本町におきまし

ては、現在のところ事業化する考えはありませんが、「半農半Ｘ」を農業従

事者の高齢化に伴う担い手対策というよりも、移住・定住による農村の活性

化対策として、研究していく必要があるのではないかと、このように認識を

しているところであります。 

次に、③のご質問についてでありますが、新規就農者の希望者に対して

は、長崎県の新規就農相談センターにおいて、ホームページ等により長崎県

内の農業の状況や現地情報、そして、主な研修制度等が紹介されております

が、必ずしも本町を選んでいただけるような内容にはなっておりません。ま

た、本町におきましてもホームページ等では特に周知しておりませんので、

堀田議員のご提言にありますように、新規就農を希望される方に対して本町

を選んでいただけるように、広報及びホームページでの情報発信をより充実

していきたいとこのように考えているところであります。 

次に、④の質問についてでありますが、基幹農道川棚西部地区におきまし

ては、令和６年度の完成を目指し、現在工事が県の方で進められておりま

す。基幹農道の整備に係る事業計画では、事業の効果算定の諸元として計画

路線の工事において発生する残土を、計画路線周辺の耕作放棄地に搬入・整

地することで作物の生産が可能となることから、作物生産効果が算定されて

おり、約７ヘクタールの農地にアスパラガスやトマトなどの野菜、お茶、み

かんを作付面積として設定がなされているところであります。今後、県央振

興局の指導のもと、具体的に取組が進んでいくものと、このように考えてい

るところであります。 

次に、ヤングケアラーについてのご質問にお答えいたします。 

厚生労働省のホームページによりますと、ヤングケアラーとは、法律上の

定義はありませんが、一般的に本来大人が担うと想定されている家事や家族

の世話などを日常的に行っている子どものこととされているようでありま

す。厚生労働副大臣・文部科学副大臣を共同議長として立ち上げられた「ヤ

ングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクト

チーム」から令和３年５月に発出された報告書によりますと、世話をしてい

る家族が「いる」と回答した子どもは、中学２年生で５．７パーセント、全
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日制高校２年生で４．１パーセントという結果となり、その中には、世話を

しても自分のやりたいことへの影響は特にないと回答した子どもも半数いる

一方で、家族への世話を「ほぼ毎日」している中高生は５割弱、一日平均７

時間以上世話している中高生が約１割存在するということであります。ま

た、本人にヤングケアラーという自覚がない者も多く、子どもらしい生活が

送れず、誰にも相談できずに日々一人で耐えている状況がうかがえるとの報

告がなされているところであります。 

そこで、１つ目の質問でありますが、本町における調査の実施について

は、長崎県こども家庭課、県教育庁から依頼が発出されているところであ

り、町教育委員会を通じて、町立小中学校の全児童に対して、報告期限を１

０月末として生活アンケート調査を実施をすることにいたしております。ま

た、他の医療機関、福祉事業者などにつきましては、今後国・県等からの調

査があるものと思われますので、町独自での調査は考えておりませんのでご

理解いただきたいと思います。 

次に２つ目の質問であります、事例が見つかった場合の支援体制について

お答えをいたします。本町では、虐待、いじめ、不登校、非行等に係る要保

護児童の発生予防、早期発見、早期対応及びその適切な保護並びに要保護児

童及び保護者への適切な支援を図るために、関係機関、関係団体及び児童の

福祉に関連する職務に従事する関係者の相互の連携により、地域で安心して

子育てができる支援体制として、児童福祉法に基づき、川棚町要保護児童対

策地域協議会、いわゆる要対協を設置をしているところであります。この要

対協では、児童の様子の異変等による問題や家庭における貧困や虐待の問題

など、支援を必要とする児童等の状況に応じ、これに関わる関係者による個

別ケース会議を持ち、情報交換及び支援策に係る協議を踏まえ連携支援に努

めており、これまでも子ども達の実情を確認する上で、ヤングケアラーに該

当するケースも見受けられておるようであります。今後も、要対協による関

係機関・部署等の連携強化に努め、ヤングケアラーの早期発見とその要因と

なっている本人の負担軽減に向け、ケアを受けている家族を保育や介護等の

福祉サービスの利用につなげるなど、このような支援に努めてまいりたいと

存じます。 

３つ目の質問のヤングケアラーという言葉の認知度を高めるための本町の
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対応につきましては、プロジェクトチームの報告書によりますと、令和４年

度から６年度までを社会的認知度向上の集中取組期間として、広報啓発イベ

ント開催を通じ、社会全体の認知度を調査するとともに、中高生認知度の５

割を目指すとされているところであります。そこで、本町におきましても広

報誌とホームページでのＰＲや、学校や児童施設等の協力を得ながら周知を

図っていきたいと、このように存じます。 

４つ目の質問についてであります、研修会の対応につきましては、今後、

国及び県等において、福祉、介護、医療、教育の関係者が対象となる合同で

の研修会や分野別の研修会が開催されるものと思っております。そのような

研修の機会があれば、職員等を積極的に参加させ、ヤングケアラーについて

の知識を深め、早期発見・早期解決につながるスキルの習得を図っていきた

いと、このように考えております。以上、答弁といたします。 

議 長 堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 はい。この農業の担い手というのは、一番難しい問題だろう

と思います。人口の少子化によってですね、各世帯においてもなかなかその

後を継ぐ人がいないという現状があるわけですね。確かに農業あたりは、認

定農業者の方は、令和２年度約４０名近くいらっしゃいますけど、その方た

ちはちゃんとした経営基盤を持って一所懸命やってらっしゃるわけですね。

しかし、その他の農業をやっていらっしゃる方々の後継者っていうのが、な

かなか、高齢化してしまって見えてこないっていうことで、第三者継承、結

局家族以外の第三者に経営を委ねられないかということで言ったわけですけ

ど、この農家ですね、認定農業者以外の農家の後継者は、町内で把握はされ

てるんですか。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 はい。認定農業者以外の農業者の後継者については、把握は

しておりません。以上です。 

議 長 堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 それを大体把握してもらってですね、そしてこの第三者経営

継承というのがありますから、この自分ちの土地、畑、あるいは農機、そう

いったものを一応貸してもいいですよというのが、このそういう第三者継承

制度なんですけど、本来ならば、そういう方がもしいらっしゃったらです
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よ、ちゃんとした事業申請を町とか県に出して、その認定をもらってから事

業を進めるんですけど、実際そういった方々の後継者問題というのが、大変

厳しいと思うんですよ。だから、書いていますように、後継者がいない、要

するに認定農業者以外のですね、今現在ハウスとか、その期間、農作物で仕

事をされていらっしゃる方以外のですね、やっぱりそれを、皆さんの意向を

聞いて、アンケートを取れないかということで質問します。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 はい、質問にお答えをいたします。先ほど町長からも答弁が

ありましたけども、現在農地中間管理事業におきまして、農作業ができなく

なった方については、農地を一旦農地中間管理機構が受けまして、その受け

た農地を、今後農業をやりたい、始めたい方に対してですね、その農地を貸

す制度がありますので、その制度を活用して今本町はその事業を行っており

ますので、その第三者に云々というふうな堀田議員のご質問にありましたけ

ども、その制度の活用ではなくて、今行っている中間管理事業を進めている

ところであります。以上です。 

議 長 堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 はい。私が言いたいのは、中間管理機構は認定農業者も入っ

て、普通の農家の人も入った集団でされてるわけですよね。そうすると、

やっぱりそこには、何遍も言いますけど後継者がいない世帯もあるわけです

ね。そうすると、そこに土地を持った人がどうしても、まあその地域内で、

あそこの土地を借りたいからしてくださいというのは、その中間管理機構で

十分受け手と出し手で綺麗にマッチングすると思うんですけど、そうじゃな

くて、これはもう３番目の質問にも入ってくると思うんですけど、他所の地

区からこういった畑と農地と、それから耕作する、例えば１０アールなら、

１０アールくらいありますけど農業をしませんかというのをアピールしてほ

しいわけですね。そうするとこれはもう今の２番目３番目と一緒になるわけ

ですけど、そういった人を募集ができないかということですね。だから、要

するにさっき後継者がいない農家の土地あたりを調査をされて、そういった

別の人に、要するに地域内にいらっしゃらなかったらですよ。地域内にい

らっしゃらなかったら、そういう人を他所の人に、要するに耕作させてもい

いよというふうな、そういう事業といいますかね、そういうことをできない



- 52 - 

かって言ってるわけです。どうですか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。議員のご提案、何となくわかるような気はするわけで

ありますが、要は町といたしましては、いわゆる農業で生活をしようという

方、いわゆる認定農業者ですね。そういった方については、町の方で支援を

していこうという体制で今いるわけでありまして、いろんな施策を展開をい

たしております。今議員がおっしゃっているのは、認定農業者以外の方が農

業をしたいと、新たな方の把握はしているのかどうかという、先ほどの質問

だったわけですが、それにつきましては、町が把握をするというよりも、そ

ういった方がもしおいでになれば、その申出をしていただければ、その対応

には十分県や町もできる体制にしておりますので、逆にそういった方々の掘

り起こしを町がせろということについては若干難しいのではないかというふ

うに思います。もしそういった方がいらっしゃれば、町の方に申出をしてい

ただく。そしてそれを町が対応するというような、そういったスキームに

なっていくのではないかと、このように思います。以上です。 

議 長 堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 はい。そうですね。だからですね、３番目に入るわけですけ

ど、そういった地域情報、こういった畑がありますよとか、こういった景色

が、環境がいいですよとか、まあこれは移住・定住のことにちょっと触れる

かもしれませんけど、そういったこと、そういった川棚町の魅力、そういっ

たものまで含めたのを、例えば地区でいうと、中山間地の棚田ですね、ああ

いったところにもう耕作はできません、ありませんからここに何か作りませ

んか、農業を始めたい方にですね、そういったことをもっとアピールしてい

くべきじゃないかとこう思っているわけです。だから、発信をしないことに

は、ただ黙っていて川棚町に来たいという人は多分いないと思うんですよ。

だから、ここにこういう場所がありますから来てください、川棚町に来てく

ださいというふうな、やっぱり情報発信をしないと、なかなか他所からとい

うのは、川棚町に来るというのは難しいと思うんですね。だからその農業の

発信というか、そういった、今の移住・定住のあれでは川棚町の魅力みたい

なのを一応発信をされていますよね。ただ、農業に関しては、そういう情報

は多分発信されてないんだろうと思います。だからそういうことに関して、
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発信することを考えてないですかということです。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 はい、質問にお答えをいたします。これも町長の答弁にあり

ましたように、今後、町の方ではですね、今現在そのような発信をしており

ませんので、今後は農業を始める方、新規就農を希望される方に対して、本

町を選んでいただけるようなですね、内容を今後は発信していきたいという

ふうに考えておるところであります。以上です。 

議 長 堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 はい。農業担い手というのはなかなか難しい問題で、なかな

か政策をしても、実現というのが難しい面があると思うんですね。だからこ

ういった、先ほど出てました地方移住で「半農半Ｘ」、結局それは、簡単に

言ってしまえば兼業農家になるわけですけど、そうじゃなくて、土曜、日曜

以外は他所の会社に勤めとって、週末だけこっち来て農業をするというふう

なことが「半農半Ｘ」ですね。それから、例えば酒屋さんに勤めて、そして

その余った時間で農業をするというのが、「半農半Ｘ」というふうな格好に

なるわけですけど、だからそういった事業も、なかなかこの発信をしない

と、多分わからないと思うんですね。だから町長もこの「半農半Ｘ」って初

めて聞かれたんじゃないかと思いますけど、だからそういった情報発信して

やっぱり川棚町で農業を始めたいという人を選んでいかなくちゃいけないか

なと思ってるんですね。だからそういった環境ですね、畑が２０アール、３

０アールここに１か所まとまってありますから農業をしませんか。要するに

認定農業者の人は、今の自分たちの面積で精一杯なんですね。もう規模拡大

というのはなかなか難しいと思うんです。だからする人というのは新しい人

か、今認定農業者以外の人が７０、８０なって維持していくしか方法はない

と思っております。だから、同じことの繰り返しになろうかと思いますけ

ど、そういった情報発信しかないかなという感じはしています。ただ、先ほ

ど町長の答弁の中で、そういった情報を発信していきたいというふうな答弁

がありましたのでですね、それに期待をしたいと思います。  

それから４番目のですね、これは令和６年度に完成予定になっております

けど、先ほど町長の答弁の中で、７ヘクタールの用地が大体できるだろうと

いうことで、アスパラ、ミカンですね、トマトとか、こう話出ましたけど、
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それは誰がするんですか。ちょっとお聞きします。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。まず先ほどは、２番と３番と一緒にご

質問をされておりますが、まず②につきましては、例えば長崎県に移住をし

て農業をしたいという方については、県の方でその窓口を設けておりまし

て、そこを見て、長崎県の農業の特徴や現地の、あるいは川棚町の特徴と

か、そういうところを紹介し、長崎県の支援制度が紹介されております。そ

れを見ても、必ずしも川棚町が自分の希望している農業に向いてるなという

ようなことを、情報を得るような内容になっておりません。そこで、これに

ついては町のホームページ等を見ても、今そういった情報を載せておりませ

んので、是非これは必要じゃないかということで、今後議員が提案されたよ

うに、その充実を図っていきたいと、こう先ほど申し上げたわけでありま

す。それから、「半農半Ｘ」につきましては、これは必ずしも農業振興に直

接つながるような状況ではないと思います。一時的に耕作放棄地が解消され

るという、その利点はありますが、必ずしも抜本的な農業振興策ではないと

思います。ただ、移住・定住を希望される方、特に農業をしながら勤めに行

く、勤めにいきながら農業をする、そういった方々については、非常にこの

農地というものは大事でございますので、その提供をする、そういった準備

はしておく必要があります。そういったことを含めて、ホームページの充実

を図っていきたいとこう考えています。このホームページにつきましては、

この春にリニューアルしたばかりでありますが、まだまだ内容が十分でござ

いません。そのことは議会からも、委員会の意見として取りまとめられてお

りますので、今後早急に対応をしなければと、このように考えているところ

であります。 

それから、広域基幹農道川棚西部地区につきましては、県の方で事業が進

められておりまして、その受益面積が約８００ヘクタールあります。そう

いった中で、この農道を整備することによって、沿線の耕作放棄地の解消が

図られるだろうと、その効果として計画の中には７ヘクタールということが

謳われておりまして、いわゆる事業を展開するためには、ビーバイシー、費

用対効果が求められておりますので、そういった耕作放棄地の解消が図られ

るということが、一つのビーバイシーのプラス要因になっておりまして、計
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画がなされております。これについては、今から県央振興局、いわゆる事業

主体の方で町と協議をしながら進められていくものと、このように思ってお

ります。以上でございます。 

議 長 堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 はい。基幹農道の方はですね、そういった県の事業でござい

ますので、県におかれましては、技術習得支援研修というのがあるわけです

ね。だから、その研修生の中で、もし、他所から来た人ですよ、他所から来

た人が、そういったところで研修をされて、どこか土地をないですかという

ときに、要するに川棚町にこれだけの土地がありますよということは言われ

るのですか、県の方に。 

議 長 産業振興課長。 

産業振興課長 すいません、今のは基幹農道の質問ですかね。はい。基幹農

道につきましては、これも先ほど町長からありましたように、県の方で事業

を進められておりますので、今後その整備等につきましては、県の方で進め

られるという形にはなるかと思いますけども、今後町もですね入りまして、

あと地元調整等もありますので、今後そのような中でですね、計画を進めて

まいりたいと思っているところであります。以上です。 

議 長 堀田議員。 

１ ０ 番 堀 田 はい。この農業の担い手問題は大変難しいものでありますけ

ど、農家の人たちも一所懸命今耕作をされております。認定農業者の方も、

毎年何名かずつは増えていっているような傾向でございます。これからです

ね、そういった農業に関してもっとやっぱり情報発信をされたり、それから

指導研修あたりもよろしくお願いしたいと思います。それからやっぱりそう

いった補助制度とか、そういったものがあればやはり農家の方々にももう少

し文書あたりでアピールをしてほしいと思います。 

次にヤングケアラーでございます。これは、本町にはまだアンケートが、

１０月下旬にするということですので、いらっしゃるかいらっしゃらないか

わからないということでしょうから、これはもう先ほどの町長の答弁で、ま

あ次年度から事業が動くわけですので、その間までに川棚町としてはやっぱ

り把握をしていっていただきたいと思います。そういうことで一応終わりま

す。 
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（１４：３９） 

議 長 はい。次に、髙以良壽人議員。 

９ 番 髙 以 良 議席番号９番、髙以良です。飼い主のいない猫対策について

ということで質問をいたします。 

猫をペットとして飼っておられる家庭は多く、飼い主から家族同様に深い

愛情をもって飼われている猫は多いと思いますが、しかし一方では、飼い主

のいない猫が繁殖し、ふん尿や鳴き声、家に入り込んで悪さをする、車を汚

したり傷つけたりするなどの被害に悩まされている家庭や地域も多いのでは

ないかと思っています。また、飼い主のいない猫が増える要因の一つに、無

責任な餌やりをする人の存在もあり、餌やりをする人と近隣住民とのトラブ

ルが生じることも予想されます。このような問題を解決するためには、飼い

主のいない猫をできるだけ減らしていくことが必要ですが、短期間のうちに

減らすことは難しいことから、猫に不妊手術を受けさせたりすることにより

徐々に頭数を減らしていくことや、餌やりをする場合はルールを守った餌や

りをすることなどの取り組みが必要であると思い、以下のことについて尋ね

ます。 

１点目、環境省や長崎県は、「飼い主のいない猫も、地域住民で適切な管

理を行えば、猫による様々な被害を減らしていくことが可能である」とし

て、地域ぐるみで、飼い主のいない猫の不妊手術、ふん尿の始末、清掃など

に取り組む、いわゆる地域猫活動を推奨しています。町内でも既に地域猫活

動に取り組んでいる地区や、今後取組を予定している地区もあるようです

が、その活動を全町的に広め、飼い主のいない猫による被害やトラブルをな

くしていくため、町が主体となって地域猫活動の取組を進める考えはないか

尋ねます。 

２点目、飼い主のいない猫への不妊手術費用に対して助成対象を拡大する

考えはないか尋ねます。なお、現在は、猫の不妊手術に対する補助や助成の

制度は本町にはないと思っていますが、ここで「助成対象を拡大」という言

葉を使ったのは、観光協会が行う大崎地区の猫の不妊手術に対して、平成３

０年度までは環境衛生費から委託料として支出されていて、令和元年度以降

は大崎自然公園の指定管理料の中に含めて支払われているものがあることか

ら、「助成対象の拡大」という言葉を使ったということを補足説明させてい
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ただきます。 

３点目、猫の被害の軽減・防止のための超音波発生装置の購入に対する助

成又は超音波発生装置の貸出しをする考えはないか尋ねます。 

４点目、町が保有している猫の捕獲機を個人にも貸出しできるように要件

を緩和できないか尋ねます。 

５点目、飼い主のいない猫への餌やりをしておられる方の中には、地域猫

活動としてルールを守って餌やりをしておられる方と、餌やりのルールを守

らず、ただ、かわいいから、かわいそうだから、という理由だけで無責任な

餌やりをしておられる方の２通りの方がおられると思います。近隣の皆さん

に迷惑をかけていないのであれば餌やりそのものが必ずしも悪いということ

ではないと思いますが、無責任な餌やりの結果、繁殖が促されて猫の頭数が

増え、その結果として、ふん尿や鳴き声の問題を始めとして、いろいろな問

題が発生し、餌やりをする人と近隣住民との間でトラブルが生じることが予

想され、ひいては快適で住みよいまちづくりを進める上で支障となることも

考えられますので、無責任な餌やりをしている人に対して、餌やりのルール

や不妊手術の必要性等について直接説明やお願いをすることはできないか尋

ねます。以上です。 

議 長 町長。 

町 長 髙以良議員の飼い主のいない猫対策ついてのご質問にお答え

いたします。 

近年、飼い主のいない猫による諸問題は、議員ご指摘のとおり、多くの自

治体で問題となっており、本町におきましても、様々な苦情や要望が多く寄

せられているところでありますが、抜本的な解決には至っていない状況であ

ります。 

そこで、１つ目の「地域猫活動の取組を進める考えはないか」との質問で

ありますが、地域猫活動とは、所有者のいない猫を適切に飼養・管理するた

めに、地域住民が活動の内容・趣旨を理解した上で、協力し合いながら共同

飼養する活動ということであります。活動の主体は、あくまでも地区又は地

域の住民となっておりまして、頭数が一気に減ることはなく、徐々に様々な

トラブルを解消していく長期的な活動であり、飼い主のいない猫の捕獲、不

妊・去勢の手術、術後に元の場所に戻す行為や適切な餌やり、給餌場所の清
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掃、排泄場所の設置・清掃等、多くの世話が必要となり、活動を開始し、継

続していくことは、容易なことではないようであります。このようなことか

ら、この活動がなかなか広がらない状況ではありますが、東彼杵郡内では、

この地域猫活動を広げようと、郡内３町の町民有志で「にゃんピース」とい

う団体が結成されており、このことは長崎新聞でも報道されましたので、議

員もご承知のことと思いますが、この団体では、学びの会なども開催されて

おり、町内では、地域猫活動を開始した地域もございます。こういった団体

の支援や地区にご協力をいただきながら、町といたしましても人と猫が共生

できる地域社会を目指し、地域猫活動を広げていければいいとこのように考

えているところであります。 

次に、「飼い主のいない猫への不妊手術費用に対して助成対象を拡大する

考えはないか」との質問ですが、現在、町においては行っておりません。１

つ目の質問と関連いたしますが、地域猫活動には、不妊・去勢手術が必要と

なっております。これは必須事項であります。県に登録し、認められると手

術代が無料となりますが、県の予算の都合上、補助対象の頭数を制限される

場合もあるようであります。このように、地域猫活動等が活発に行われ、手

術代が制限され、著しく活動に支障が生じるようであれば、補助の制度設計

についても、調査・研究し、構築をしなければと、今このように考えている

ところであります。 

３つ目の超音波発生装置の購入に対する助成又は貸出しの質問につきまし

ては、今のところ、貸出し、助成ともに行う考えはありません。県内にもい

くつかの市、保健所において、超音波発生装置の貸出しを行っているようで

ありますが、あくまで期間を設定しお試しを目的とした貸出しであり、効果

はメーカー・機種で異なり、逆に超音波で苦情が増え、取りやめた市もある

ようでございます。また、この装置は、猫を他所の場所に追いやるだけで、

地域全体のふん尿被害等を減らすことにはならず、自分の家の敷地内に入っ

てこないような対策は、その所有者でお願いをしたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと存じます。 

４つ目の「猫の捕獲機を個人にも貸出しできるように要件を緩和できない

か」との質問でございますが、動物愛護法に抵触する可能性がありますの

で、個人への貸出しはしないことといたしております。ただし、周辺の生活
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環境が損なわれる事態が継続している場合には、県は、動物愛護管理法に基

づき、その原因となる猫の引取りを行わなければならないと、このようにさ

れておりますので、本町に備えております一時保護用の保護機を先ほど説明

した事態と認めた場合、その地区に貸出しをしているところであります。動

物愛護の観点からも、先ほど説明した事態による保護機の貸出しが少なくな

るような政策を進めていくべきと考えますので、ご理解をいただきたいと存

じます。 

５つ目の無責任な餌やりをしている人に対する説明やお願いについてです

が、動物愛護管理法の所管は県となっており、指導又は助言は県が行うこと

とされておりますので、そのよう場合は、県央保健所と連携のもと対応した

いと、このように考えております。なお、猫についての適正な飼育等につい

ては、今後も広報誌及びホームページ等により周知・啓発に努めてまいりま

す。以上、答弁とさせていただきます。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 まず１点目ですが、郡内の保護猫活動をされている団体とか

等も協力をいただきながら、町としても活動を広げていければというふうに

思っているということですが、具体的にはどういうことを考えておられるの

か。今の時点で言えるものがあれば、お願いをしたいと思いますが。  

議 長 町長。 

町 長 お答えします。具体的には考えておりませんが、先ほど答弁

いたしましたのは、そういった活動が現になされておりますので、もしそう

いった活動をされている方々から、何かの支援の要請があれば、要望があれ

ば、それには対応していきたいと、このように考えております。基本的に

は、町が主体となって実施をせろというようなご提言でありましたが、この

法律を見てみますと、あくまでも地域で取り組む活動というふうなことで認

識をしておりますので、地域のそういった活動に対しては、今後支援をして

いく必要があるのではないかと、こう認識をしているところであります。以

上であります。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 答弁の中でもありましたけれども、地域猫活動というのは、

活動の主体はあくまでその地域だと思っています。活動の主体はですね、あ



- 60 - 

くまでその地域が主体になって活動をすべきであるというふうに思ってます

が、その地域猫活動というのはどういうものか。で、どういうふうな活動を

していけばいいのかということを、具体的に知っておられない方がまだ多い

と思うんですよ。まあ一部の方はいろんなことを勉強されたり、実際に活動

されたりして、わかっておられるとは思うんですが、ほとんどの方はまだそ

の具体的な地域猫活動の取組の仕方とかなんとか、そういうことがわかって

おられない方が多くて、なかなか地区での取組をするにしても、例えば総代

さんを通じていろんなお話を持っていっても、その地域に話をしたときに、

中には猫が嫌いだという人もおられると思います。そういう方たちの理解を

得ることがなかなか難しいという点もあると思いますので、やはり町がです

ね、こういう方法がありますよということを、具体的に地域にも出向いても

らって説明などをしてもらう必要もあるのかなというふうに思いますが、そ

ういうことについての支援はどうでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。ただいま、地域猫活動がどういった活

動なのか知らない人が多いのではないかということ、それから、そういった

方についてはＰＲをする必要があるというようなご指摘をいただきました

が、先ほど壇上で若干そのことについても答弁をしたつもりであります。も

う少し詳しく担当課長の方から説明をさせます。そして、その支援の方法に

ついては、やはり、その地域地域、特色があるのではないかと思います。本

当にそういった状況じゃない地域、あるいは極端にそういった状況にある地

域、そういった地域ごとにやっぱり地域の方から相談を受ければ、町の方で

その支援方法は考えていくということが具体的ではないかと、このように思

います。以上でございます。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。地域猫活動のＰＲについては、どういった活動が地域

猫活動ですよとか、そういったいろんな内容についての広報についてはです

ね、今後ホームページであるとか、広報誌であるとか、そういったものを通

じてＰＲをしていきたいと考えております。それから、実際に地域猫活動を

したいという地区からの要望があって、その要望等については、先ほど町長

の方から答弁がなされました、東彼３町の町民でつくられた「にゃんピー
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ス」、そういった団体から説明をしてもらったりというような実績も聞いて

おります。地区等からのですね、そういった問い合わせがあった場合には、

そういった団体の協力を得ながらですね、地域に対しても説明をしていきた

いと考えております。以上です。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 要請があれば、そういうことについても支援を、広報とかを

取り組んでいきたいということだと思うんですが、町に対してもいろいろ猫

のふん、その他の猫に関する問題で、苦情とか相談があっていると思うんで

すが、そういう苦情・相談の状況から、問題が多い地区はどういったとこ

ろ、どこら辺かとかというのは大体想像もできるんじゃないかなというふう

に思うんですが、まずはそういうところを重点にですね、要望・要請がな

かったにしても、何らかの機会をつくって、説明なり提案なりということは

できないか、考えはないか、お尋ねします。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 飼い主のいない猫の問題については、毎日のように係の方に

苦情・要望の電話がかかっているというのが現状であります。そういったと

きに、地区の総代さんとかが動かれているときにはですね、総代さんの方に

もこういった活動もありますよというような周知等はしていきたいと考えて

おります。住民の方からですね、電話が、直接苦情がある場合等はですね、

本当にもう猫を嫌われているというところがありまして、そういった方にで

すね、説得するというのは非常に難しいところもあって、係としては動物愛

護管理法に基づいて捕獲もできませんし、ただ、地域の方々とか総代さんに

おかれましてはですね、苦情が地域の住民から総代さんに寄せられて、また

それをまた役場の方に相談されるというような、いろんなケースが考えられ

て、対応についても非常に係としても困っているという状況が続いておりま

す。そういった中で、解決策としては地域猫活動というのが、一番長期的な

活動にはなりますけれども、猫にとっても人間にとっても共生できる社会を

つくっていく手段であると思いますので、それからＰＲ等についてはです

ね、今後もしていきたいと、いろんな広報誌であるとか、ホームページであ

るとか、そういった部分を使ってＰＲをしていきたいと考えております。地

区の方から直接、やはり地区の協力が一番必要になってきますので、そこは
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もう地区の方からとか、地域の方から、そういった部分の相談を受けない

と、うちの方から進めていくということは今のところは考えておりません。

ですので、解決方法としては地域猫活動が有効ですよというところは周知を

していきたいと考えております。以上です。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 できるだけそういうことでお願いをしたいと思いますが、広

報についてもですね、今一般的にほかのことについてもそうですが、広報誌

とか、あるいはホームページに掲載するとか、そういうことでいろんなこと

の広報がされてるんですが、なかなか広報誌もホームページもなかなか、見

る人は見るでしょうけど、見ない人もかなりおられると思います。それで、

例えば回覧文書なり個別配布の文書なりで、１回その地域猫活動について

の、こういう方法がありますとかという内容の文書をチラシなりで作って配

布するとか、あるいは年に１、２回開催されている総代会の会議の中でで

も、要請があれば説明に伺いますよとか、そういうことの提案もしていいん

じゃないかなというふうに思いますが、そこら辺についてはどういう考えで

しょうか。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。回覧がその効果があるかっていうのはちょっと疑問な

んですけれども、それよりも町の広報誌で紙面を取って、地域猫について周

知した方が効果的なんじゃないかなと、個人的には思います。それから総代

会とかそういった各地区からの飼い主のいない猫についての苦情というの

は、かなり、先ほども言いましたとおり来てますので、総代会等で、もしそ

ういった地域猫活動であるとか、猫の飼い方、苦情、そういったところにつ

いて、学習会等をですね、開いていただきたいというような要望があれば、

開催はしていきたいと。地衛連というのがございまして、それは地域の衛生

とか、環境とか、そういった部分を協議していく場なんですけれども、その

委員が総代さんになっておりますので、そういった会議の折にですね、そう

いった学習会を組み込むのも一つの手ではないかと考えております。以上で

す。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 次に２点目についてお尋ねします。町長の答弁では、県の補
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助があるのでそちらを利用してもらって、不足するようであれば町としても

何らかの対応を考えたいということであったというふうに思いますが、そう

いう面は、もしそういう県の活用をまず優先してということであるなら、そ

ういう事業がありますよと、県の方で助成がありますとかということを、も

う少し町民の皆さんに周知することも必要ではないかなというふうに思いま

すが、そのことについてはどうでしょう。周知をしていただけるでしょう

か。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。地域猫活動のＰＲと一緒にそういったところもＰＲを

していきたいと考えております。以上です。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 あとですね、県の助成があれば、恐らくそのためには、県が

活動地区として認定することが必要になってくるというふうに思うんです

が、その事業に採択されれば、申請者の負担はなしで助成ができることに

なっていると思います。ただそうじゃない場合にですね、県の事業に採択さ

れなかった、県の予算が不足したとかという場合には、町も考えるというこ

とではありますけども、その場合に助成の程度ですね、どの程度の助成がし

てもらえるのか。県並の助成ができるのか、あるいは一部負担をしてくださ

いということになるのか。そこら辺についてはどういうことでお考えでしょ

うか。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 制度の構築で内容等については、今後他所の市町等を参考に

しながら考えていかなければならないのかなと思っております。町によって

は、地域猫活動ではなくて、ＴＮＲという活動があって、捕獲をして避妊・

去勢手術をしてまた元に戻すと、あとのお世話はしないというような活動も

ございます。それに対しての補助をされているところがありますけれども、

それは個人で捕まえて手術をさせて元に戻すと、そういった活動が個人的に

広まっていくのかなというのもありますし、そういったところをされている

のは、手出しで２，０００円ほど、県内でですね。手出しが２，０００円で

そのほかは町の補助というような形もありますし、全て病院と契約をして、

全部補助をするというところもあるようですので、そういったいろんなパ
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ターンというか、やり方、制度の構築の仕方を研究しながら、対象者をどう

いった方に、で、対象猫をどういった猫にするのかというような仕組みづく

りも考えていかなければならないと考えております。以上です。  

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 そうですね、今答弁がありましたように、県内の状況も私な

りに調べたつもりではありますが、２，０００円程度の負担をしてもらうと

ころもあるようですが、できるだけ実施をされる方の負担が少なくて済むよ

うに考えてもらえればと思います。個人負担をしてまで不妊手術を受けさせ

るということはしたくないという方も、まあ負担したくない方がほとんどだ

と思いますので、できるだけその負担が少なくなるような形での助成の制度

を考えてもらえればというふうに思います。 

次に３番目ですが、超音波発生装置の購入に対する助成とか、貸出しにつ

いては考えていないということでしたが、他所では、県内での事例もありま

すが、例えば期間を２週間とか区切っての貸出しをしているところが、私が

知っている範囲では、貸出しがあるようですが、その駆除、音発生装置の音

がうるさいという苦情もあって辞めた事例もあるということでしたが、期間

を限っての貸出しをして、そういううるさいような超音波発生装置であるな

ら、借りる方も借りることにはならないと思いますので、一定の期間を、例

えば１か月なり、お試しみたいな形で貸し出す制度というのは考えてもらっ

てもいいのではないかなというふうに思いますが、それについてはどうで

しょうか。その考えはどうしてもあられないんでしょうか。お尋ねします。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。先ほど壇上で、そういった制度を設け

る考えはないと申し上げましたが、要は自分の家に野良猫が入ってくるか

ら、超音波発生装置を付けて他所にやりたいということで設置をするわけで

すが、その猫は必ず隣か、あるいはその隣かに行くわけであります。そう

いったことで、自分だけよければそれでいいのかという制度になってしまう

んです。したがって、これは私はあまり勧めたくありません。どうしても自

分の家には猫は入れたくないという方については、それは自分の責任で購入

して設置をするべきであろうと思います。単価もそう高くはありません。し

かし、隣の方はどう思われるでしょうか。そういったことを考えたときに、



- 65 - 

やっぱりこの問題は地域全体で取り組んでいこうということで、地域猫活動

があるわけでございますので、是非そういったところをご理解をいただきた

いと思います。以上でございます。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 自分さえよければという考えを持った人、そういう考え方は

おかしいのではないかという町長の理解だというふうに思いますが、その一

定期間のお試しでですね、これはやっぱり効果があるよというふうなことが

わかれば、それを例えば隣の人にも、これがあるから買ってみらんねとか、

自分はもちろん買うとかですね、そういう効果もあるんじゃないかなという

ふうに思いますがどうでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。確かにそういう効果がありますけど、その２軒が設置

をした場合、また３軒隣にも影響があると思います。そういったことから、

先ほど言っておりますように、地域全体で取り組むべき活動であるというこ

とを、このことを是非ご理解いただきたいと思います。ただ、この動物愛護

法、いわゆる正式にはですね、動物の愛護及び管理に関する法律という名称

でありまして、これは基本的には動物をかわいがりましょうという、そう

いった法律の基本姿勢があります。そういった中で、かわいがりながら人々

と共生をしながら管理をしていこうという趣旨の法律でありますので、そう

いったことを考えますと、先ほど言ったように個々に対応というよりも、地

域全体で対応をした方がいいんじゃないかということ、それから、個人的に

は猫大好きな人、猫大嫌いな人、それぞれいると思います。役場に苦情が

あっている内容については、そのほとんどが猫嫌いの方々だろうと思いま

す。そういったことで、その苦情に対しての対応は、この法律の趣旨からす

れば、大変町としては難しい対応を迫られます。そういったことから、地域

猫活動の必要性を今感じているところであります。それから、この動物愛護

法に定めてある、いわゆる責任主体は県の保健所であります。基本的には保

健所と相談しながら対応を進めていくということになろうかと思います。以

上、答弁といたします。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 町長の考えは変わらないとは思いますが、その超音波発生装
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置に関しては、まあ隣の隣の人も効果があるなら買ってみようかということ

になるかもしれませんので、私はできれば貸出しなり助成なりっていうのが

あればなというふうに思いますが、まあ先ほど言いましたように、これ以上

町長の答えは変わらないと思いますのでこの辺で終わりますが、次に４点目

の捕獲機を個人にも貸出しをするように要件の緩和ができないかということ

ですが、答弁では個人への貸出しはしないということでしたが、個人にでも

捕獲機の貸出しができれば、そして先ほどの不妊手術費の助成ができるなら

ば、それと両方併せてですね、不妊手術を受けさせる猫が増えるということ

になると思うんですよ。今は捕獲機は総代さんの名前で申請がなければ貸出

しをしないということになってるようですが、個人への貸出しをすることに

よって、捕獲して不妊手術を受けさせる頭数を増やすこともできると、そう

いう効果もあると思いますので、個人への貸出しがあってもいいかと思いま

すが、そこら辺はやはり考えないということでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。捕獲機の個人への貸出しについては考

えておりません。先ほど言いますように、動物愛護法におきましては、猫の

捕獲に関する規定は特別にはありませんが、保護行為の目的・手段・形態等

によっては、同法上の愛護動物の殺傷・虐待に当たるとこのように解される

場合があります。そういったことを考えますと、個人に貸し出して捕獲をす

るということについては、その手助けをすることになりますので、違法行為

と思われる可能性がありますので、個人には絶対貸さないという考え方を

持っております。このことについては、平成２０年に遡りますが当時観光協

会で、キャンプ場にたくさんの捨て猫がありましたので、それを捕獲した例

がありましたが、動物愛護団体から痛烈な指摘を受けまして、これを取りや

めたことがあります。そういったことから、捕獲してどうするのか、基本

は、その当時は恐らく殺処分が認められておったんじゃないかと思います

が、今はそれは認められておりませんので、去勢をしてまた元に戻すという

ことになります。そういったことを考えますとやっぱり地域で取り組んでい

くということが基本ではないかと思いますので、個人に貸し出すということ

は考えておりません。以上でございます。 

議 長 髙以良議員。 
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９ 番 髙 以 良 まあ動物の虐待につながる恐れがある、それを助長する恐れ

があるからということですが、私が今ここで提案しているのは、捕獲して殺

処分ということじゃなくて、捕獲して不妊・去勢手術を受けさせてまた元に

返すと、その手段として個人でもそういう捕獲ができればその効果も上がる

んじゃないかというふうなことからの提案なんですが、どうでしょうか。再

度お尋ねします。 

議 長 町長。 

町 長 また同じ答弁になりますので、担当課長の方から答弁をさせ

ます。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。質問から読み取ると、個人的に捕獲機を貸し出すとい

うところを言われてましたので、こういった答弁になっているところなんで

すけれども、基本的には先ほど言いました動物愛護法に基づきまして、個人

での、これは虐待と解されると、この動物愛護法に抵触するという解釈がさ

れておりますので、個人的には貸せないというところで、ただし、その周辺

の生活環境が損なわれる事態が継続している場合は、県は動物愛護管理法に

基づき、その原因となる猫の引取りを行わなければならないと。その引取り

の中継といいますか、その引取りの場所を役場の方でしているという状況で

す。それから先ほど質問されました、避妊・去勢の手術に対する保護機の貸

出しというのは可能だと思われます。この法律には抵触しないものと思われ

ますので、そういった場合には貸出要綱等を整備しながら、どういった条件

で貸し出せるのかというところは、今後検討していく必要はあるのじゃない

かと思っております。以上です。 

議 長 髙以良議員。 

９ 番 髙 以 良 不妊・去勢手術を目的としたものであれば可能であるという

ことですが、例えば申請者から不妊手術を受けるためのものであるというこ

との誓約書なり、そういうことを書類で確認をするとかっていう方法ができ

れば、その問題も解決できるのかなというふうに思います。虐待のための貸

出しはもちろん違法ですから、そういうことはありえないというふうに思い

ますので、そこら辺を一つ前向きに考えてもらって、再度検討をお願いでき

ればというふうに思います。 
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次に５点目です。無責任な餌やりをしている人に対して、餌やりのルール

とか、不妊手術の必要性等について直接説明をお願いすることができないか

ということですが、県央保健所とも連絡を取りながら対応していきたいとい

うことだったというふうに思いますが、なかなか直接言いたい気持ちを持ち

ながらも、やっぱりそのあとの近所付き合いのことを考えれば、なかなか直

接は言いにくいという方がほとんどで、我慢をしておられる方が多いんじゃ

ないかなというふうに思いますので、そういう問題があれば申出をしていた

だければ対応しますということを、これもほかのことと一緒に地域猫活動と

かのことと一緒に広報をしてもらうということも必要かなというふうに思い

ますが、そういう対応はお願いできるでしょうか。 

議 長 住民福祉課長。 

住民福祉課長 はい。適切な猫の飼い方とか、そういった部分については今

後も、今、年に１回ほどですね、「猫にとって幸せな飼い方をしています

か」であるとか、そういった題名、適切な飼い方とかをですね、年１回くら

いは広報誌で載せているという状況であります。実際に苦情等があって職員

がその現場に向かうんですけども、そこでの注意というか、お願いといいま

すか、そういった部分はしています。ただ、重たい案件になりますと、権限

は県にしかありませんので、指導・助言とかですね、そういった勧告である

とか、そういったことになりますと、県にしか権限がありませんので町では

できません。そういった部分については県の方とですね、県の保健所の方に

相談をしながら、実際にもですね、行っています。総代さんであるとか地区

の方から度々電話がありますので、そういった方々というのは大体把握はし

ているつもりなんですけれども、そういった方々に随時お願いはしておりま

す。で、重たい案件であれば県の県央保健所の方の職員の方と一緒にです

ね、出向いて、問題の解決に、解決するようにお願いはしているというとこ

ろです。以上です。 

（１５：２７） 

議 長 ここで、しばらく休憩をいたします。 

（１５：２７） 

（…休  憩…） 

（１５：４０） 
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議 長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議 長 ここで、あらかじめ会議時間を延長いたします。 

（１５：４０） 

議 長 次に、田口一信議員。 

８ 番 田 口 議席番号８番、田口一信です。東彼杵道路の早期完成につい

て質問をいたします。 

この会議の冒頭にも、本町内の被害状況について、町長の方から説明があ

りましたけども、今年のお盆の時期には大雨がありまして、大変各地でいろ

いろな被害が出ております。その中で、国道２０５号線は、一時期川棚東彼

杵間が通行止めになりました。また一方、その大村方面への迂回路となる波

佐見・嬉野・東彼杵回りのルートも、一時期嬉野東彼杵間が通行止めとなっ

たわけであります。すなわち、川棚・大村間が一時期不通となったわけであ

りまして、特にこの国道２０５号線は、佐世保から長崎空港へ向かう重要な

ルートでもありますので、川棚町のみならず近隣の住民の方々の生活にも大

きな影響があったと思われます。こういう事態に対処するためにこそ、バイ

パスとなる東彼杵道路が必要なのでありますので、今回の大雨によって、そ

の東彼杵道路の必要性が立証されたわけでありますので、町としては、これ

まで以上に強く、東彼杵道路の早期完成を国に要望すべきではないかと考え

ますので、その考えについてお聞きします。以上でございます。 

議 長 町長。 

町 長 田口議員の東彼杵道路の早期完成についてのご質問にお答え

いたします。 

ただいま議員が述べられましたように、今年８月の大雨では、多くの箇所

で通行止めとなり、国道２０５号線においても道路崩落の恐れがあるとし

て、東彼杵町蔵本郷で１４日８時５０分頃から１５日１４時まで全面通行止

め、その後１８時まで片側通行となっております。また、同じく１４日に

は、一時、国道３４号線の嬉野市側での全面通行止めと、高速道路の通行止

めも重なり、川棚町と大村間は行き来できなくなり、住民生活に支障が出た

ところであります。 

ご質問の東彼杵道路につきましては、東そのぎインターと大塔インターを

結ぶ、地域高規格道路の候補路線として、国において位置付けられていると
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ころでありますが、事故や今回のような災害発生時の迂回路として、また国

道２０５号線の慢性的な交通渋滞の解消のために、早期整備が必要と考えて

おります。これまで、佐世保市や東彼杵町などの沿線自治体や民間団体で組

織する東彼杵道路建設促進期成会で計画路線への引き上げ、早期整備につい

て、要望活動を行ってきたところであります。その結果、国におきまして

は、候補路線のままではありますが、令和２年度から事業化の前段となる計

画段階評価へ着手され、令和３年２月に開催をされました九州地方整備局の

九州地方小委員会では政策目標等について妥当との判断が示されたところで

あります。今年度は、住民アンケートや自治体、企業へのヒアリングなどを

実施され、第２回の九州地方小委員会で政策目標やルート案の設定が行われ

ることとなっており、ここにきて２０年来の川棚町の懸案事業が確実に動き

出したところであります。これも一重に、これまで一緒になって要望活動に

参加していただきました歴代議長はじめ、議員皆様方のご協力のたまもので

あり、心から感謝を申し上げる次第であります。今後は、九州地方整備局が

行う、計画段階評価の業務に積極的に協力をするとともに、早期着工を求め

て要望活動についても更に充実したものにしていきたいと、このように考え

ているところであります。以上、答弁とさせていただきます。  

議 長 田口議員。 

８ 番 田 口 はい。今、計画段階評価という言葉がありましたが、この地

域高規格道路の制度ができまして、既に十数年以上経っているのではないか

と思います。そしてその中で、長崎県内では、西彼杵道路とかあるいは島原

道路っていうものは、まあまあ進んでるなという感じがするんですけども、

もう１回おさらい的に、地域高規格道路は計画路線と候補路線があって、西

彼杵や島原は計画路線、それから東彼杵道路は候補路線っていう状態だと思

うんですけども、そのランク付けといいますか、どのようになっているの

か。それでその中の、候補路線の中の計画段階評価っていうのに、１段階進

んだということなのかなと思いますが、ちょっと全体像の中での東彼杵道路

の位置付けっていうのを、もう１回説明をしていただきたいと思いますけ

ど。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。まず、国が高速道路なり、あるいは地
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域高規格道路なりを整備する場合には、まずどことどこを結ぶ道路をいわゆ

る候補路線として定め、そしてその候補路線をより具体的に事業を進めるた

めには、計画路線として引き上げて、そしてそのあとその計画路線から事業

化を図って事業化路線となるわけであります。３つの段階を踏まれて事業化

が進められるという方法であります。そういったことで、現在進められてお

ります西彼杵道路、いわゆるこの道路につきましては、もう事業路線という

ことで、私どもは呼んでいるわけであります。しかし一方では、全国にこの

候補路線というのがたくさんありまして、なかなかその要望を国において一

遍に聞き入れることができないわけでありますので、その地域の実情を地元

の方から訴えることによって、候補路線のままで事業化をするための、いわ

ゆる評価をしていこうというのが計画段階評価であります。で、この東彼杵

道路につきましては、基本的には計画路線に引き上げて事業化を図るという

ことでこれまで要望してまいりましたが、この候補路線のままで事業化に進

んだというケースが最近になって出てきております。例えば佐賀県の有明海

沿岸道路がそうでありまして、こういった手法をこの東彼杵道路においても

取り入れていこうということで、方向転換をして要望活動を進めたわけであ

ります。そういったことで、数年前から計画段階評価に着手をしてください

という政策提案をこれまで近年においては国土交通省に申し上げてきたわけ

であります。それがこの段階になりまして、諸般の事情で、この計画段階評

価に入るという結論が、去る３月に示されまして、そして既に九州地方整備

局では第１回小委員会が開かれて、この道路の事業化については妥当である

という決定がなされたところであります。そこで、計画段階のこれからのス

ケジュールといたしましては、九州地方小委員会でそのような決定がなされ

ましたので、現在、地域の住民に対してのアンケート調査が行われておりま

す。この道路の必要性、地元の方がどういうふうに思っているのか、そう

いったことを今、アンケート調査が行われております。そして沿線の企業、

そういったところへもアンケート調査が実施をされております。このアン

ケート調査を集計・分析して、また次の評価が行われていくわけでありまし

て、やっぱりこのアンケート調査でも、その必要性が高いというふうに判断

されたら次のステップに進んでいくものと思います。その次のステップは、

概略ルートを決めたりというような作業が行われたり、あるいはその場合ど
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ういった構造にするのか、そういったことが次の段階で検討されていくもの

と思います。その後、こういった概略ルート、そして構造等がほぼ決まれ

ば、次はそのルートの中での環境影響評価、都市計画決定等々が行われて、

その後、事業化につながるということになるというふうに理解をしていると

ころであります。以上でございます。 

議 長 田口議員。 

８ 番 田 口 はい。そのような手順で、今後進んでいくことが期待をされ

ると思いますが、ちょっと基本論を、まあそういう中でですね、基本論を

やっぱり押さえとくべきじゃないかなと思っているのは、地域高規格道路と

は何ぞやということについての説明はですね、高速幹線道路を補完しってい

うようなことで、その高速道路網を補完をするというような性質のものだと

いうふうに、地域高規格道路は考えられると思います。で、そもそもその道

路を造るっていう考え方なんですけども、そういった幹線交通をスムーズに

するっていう考え方もありますし、また一方で国道の均衡ある発展を図るた

めに道路を造るっていう考え方もあり得るのかなというふうなことを思いま

す。すなわち、まちがあるから道路ができるっていうことも言えるし、道路

ができるから町ができるっていう考え方もあるんですが、地域高規格につい

てはその前者であって、幹線交通をスムーズにするということであろうと思

います。だからちょっと私は西彼杵道路についてはちょっと疑問があるなっ

ていうことを思ってるんですが、あんまり他所の地域のことを言えないの

で、単にそういう感想を持っているというだけなんですが、この東彼杵炉道

路については、そういう意味では、高速幹線道路網を補完をするというのに

非常に有用な道路であるっていう認識ははっきり持っておいてよいのではな

いかと思うんですが、その点についての考えはどうでしょうか。  

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。今、長崎県内の状況を見てみますと、

長崎自動車道があって、そして西九州自動車道があります。で、県北地域の

方が空港や長崎に行く場合には、この国道２０５号を通過するのが最短距離

だというふうに認識をしておりますが、ここは一般道でありますので渋滞が

続いて、定時性が確保されておりません。いわゆる国においては、そういっ

たボトルネックになっているところをまず解消しましょうということで、今
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回この計画段階評価に上げられたものと思っております。それから、道がで

きればまちが栄える、まちが栄えれば道ができる、ということでどっちも正

しいわけでありますけれども、川棚町におきましては、ここ周辺を見てみま

すと、東彼杵町には東そのぎインターがありまして、波佐見町には波佐見の

インターもあります。しかし川棚町はインターがありませんので、やっぱり

川棚町に観光客が来ていただくとした場合には、そこに高速道路のインター

が是非必要ではないかということで、このボトルネック解消と同時に、川棚

町にお客さんを呼び込む、あるいは川棚町民が川棚にインターができること

によって高速移動ができる、そういった効果もあります。もちろん企業誘致

も考えられるわけでありまして、そういった交通渋滞だけでなく、いろんな

効果が発揮されるというようなことが想定されましたので、今回計画段階評

価に上げていただいて、そして事業化を図っていただくということになった

ような状況であります。以上でございます。 

議 長 田口議員。 

８ 番 田 口 それでこの東彼杵道路の促進についてですけども、今までは

建設促進期成会名で要望書を出されておったのではないかと思いますが、町

単独でこの東彼杵道路を進めてくれというのを、町単独でですね、要望書と

いうものを出されたことはあるのでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい。町単独で、例えば国土交通大臣に出したというような

経過はありません。 

議 長 田口議員。 

８ 番 田 口 はい。結局ですね、先ほど幹線交通云々と言いましたが、や

はり川棚町民自体が川棚町に通勤している、あるいは川棚町から通勤してい

るというような人たちがおられるでしょうし、まあ通学もそうですが、車を

使うのは大学生くらいなもんかと思いますけども、町民自体の生活への影

響っていうもの、それから先ほど言われたように、インターチェンジがある

かないかによってのまちづくりの差といいますか、そういったように、期成

会による一般的な陳情じゃなくて、川棚町独自の事情というものを盛り込ん

だ、要するに町単独での要望活動というものもした方がよいのではないかと

思いますけども、そういうことについてはどのようにお考えでしょうか。  
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議 長 町長。 

町 長 お答えいたします。まずはこの候補路線であります東彼杵道

路は、佐世保市、川棚町、東彼杵町を通るわけでありまして、それぞれの自

治体、あるいは沿線住民の、やっぱり合意形成が必要でありますので、そう

いったことから考えますと、期成会の要望としてこれまでしてきたわけであ

ります。その期成会の中での川棚町の実情ということもしっかりこれまで述

べてきておりますので、川棚町の思いというのはそれぞれの要望先には伝

わっているものと思います。しかし今議員も述べられましたように、今後町

独自で、あるいは県などに要望する場合には、そういった方法も必要ではな

いかと考えます。以上でございます。 

議 長 田口議員。 

８ 番 田 口 はい。それで、それについてもうちょっと具体的に付け加え

ておきますが、要するに川棚町から何人町外に働きに行っているのかとか、

あるいは川棚町にほかの市町から、特に大村、諫早方面ですね、そういった

方面から何人来ているのかとか、あるいは学校に何人通っているのか、高校

もありますね、町外のですね、大学もあると思いますが、そういったものを

具体的な人数として把握してですね、それでそういった要望書に反映させ

るっていうのが、より要望の迫力があってよいのではないかと思いますの

で、そういったものをきちっと把握するようなことをされたらどうかと思い

ますがどうでしょうか。 

議 長 町長。 

町 長 はい、お答えします。本町の人口の移動につきましては、地

方創生総合戦略を定めるときに、そういった人口移動の調査も実施をしてお

ります。そういった数値はこの要望をする際には参考になるものと思いま

す。以上でございます。 

議 長 田口議員。 

８ 番 田 口 はい。早急にですね、着手してほしい。私はもうこの質問の

中で、早期完成まで書いてますけどね。完成に向けて早急に着手されるよう

に希望して終わります。 

（１６：０１） 

議 長 以上で、通告者の質問が終了をいたしましたので、これで一
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般質問を終わります。 

以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。  

本日はこれにて散会いたします。ご起立願います。お疲れ様でした。  

（１６：０２） 
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